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開会 午前１０時０３分

──────────────────────────────────

◎表彰状の伝達

○事務局長（佐藤次春君） おはようございます。

会議に入ります前に、表彰状の伝達を行います。

このたび、長年にわたり地方自治に貢献された功績によりまして、３名の議員が全国町

村議会議長会から自治功労者表彰を受賞されました。

受賞者は、横堀昭康副議長、山崎賢一議員、安田輝男議員の３名であります。

議長から、表彰状の伝達を行いますので、前のほうへお出で願います。

横堀昭康副議長、山崎賢一議員、安田輝男議員。

（表彰状の伝達）

○事務局長（佐藤次春君） 以上で、自治功労者表彰状の伝達を終わります。

──────────────────────────────────

◎議長あいさつ

○議長（渡邊政 君） おはようございます。

平成２３年第１回定例会の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。

なお、ただいま長年にわたり地方自治に貢献された功績により、３名の議員に全国町村

議会議長会からの自治功労者表彰状を伝達させていただきました。

このたびの受賞に際しましては、深甚なる敬意を表しますとともに、心からお祝いを申

し上げる次第でございます。

また、この機会にこれまで御苦労をともにされました御家族の皆様にも感謝を申し上げ

る次第でございます。

表彰されました３名の議員におかれましては、過去を振り返り、いろいろなことを思い

出し感無量なものがあろうかと存じますが、どうぞ今後とも御自愛の上、町政発展のため

になお一層御活躍されますようお願いを申し上げる次第でございます。

さて、地方分権の推進や少子高齢化の進展、また、国の制度改正などの変革により、地

方行政を取り巻く情勢が大きく変化している中で、迎える平成２３年度も大変、難しい行

財政運営となることが予想され、克服すべき多くの課題を抱えております。

また、国の予算関連法案の先行きも全く不透明な状況で、政治の混乱による閉塞感が全

国に広がっておりますが、このような中にありまして、町民の付託を受け、町政に携わっ

ている私どもは議会の権能を十分に発揮するとともに、自己の責務を深く肝に銘じ、誠心

誠意を持って事に当たり、職務に邁進しなければなりません。

本定例会は改選期の骨格とはいえ、平成２３年度の当初予算を初め、町づくりに関する

新たな条例等について慎重に審議をしなければならない重要な議会であり、また、私たち

の任期の最後を飾る意義深い議会でもございます。

議会といたしましては、町民の福祉増進の見地から十分に審議を尽くし、町民の要望を

諸施策に反映すべく最大限努力いたしたいと存じます。

したがって、会期も長い日程を予定しておりますが、議員各位の綿密周到な御審議によ

り、適正にして妥当な議決に至りますよう念願するものでございます。

最後になりますが、早春とはいえ、まだまだ寒さも残っております。議員各位におかれ

ましては、くれぐれも御自愛の上、審議に御精励くださいますようお願いを申し上げ、開

会のあいさつにかえさせていただきます。
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ありがとうございました。

──────────────────────────────────

◎開会宣告

○議長（渡邊政 君） 会議に入ります前に申し上げます。

今会期中は、広報及び報道関係者の写真撮影を許可しておりますので、申し上げておき

ます。

ただいまから、平成２３年第１回別海町議会定例会を開会いたします。

ただいま出席している議員は、１８名であります。定足数に達しておりますので、直ち

に本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

──────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（渡邊政 君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において指名をいたしま

す。

９番戸田博義議員、１０番戸田憲悦議員、１１番中村忠士議員、以上３名を指名いたし

ます。

──────────────────────────────────

◎日程第２ 議会運営委員会報告

○議長（渡邊政 君） 日程第２ 議会運営委員長から、委員会の協議概要について報告

がございます。

なお、本件は報告のみであります。

それでは、議会運営委員長。

○議会運営委員長（佐々木春男君） それでは、議会運営委員会の報告をいたしたいと思

います。

２月９日、２月２５日、３月３日の３回にわたって開催いたしました議会運営委員会

で、本定例会に係る運営について協議をいたしましたので、その内容について御報告を申

し上げます。

本定例会に町長から提出されております案件は、全部で２９件であります。

提出されました議案は、平成２３年度各会計予算８件、平成２２年度各会計補正予算８

件、条例の制定が１件、条例の一部改正が６件、条例の廃止が２件、組合の規約の変更が

２件、町有財産の無償譲渡が１件、町道の認定廃止１件であります。

これら提出案件のうち、議案第３号から議案第１０号までの平成２３年度各会計予算８

件と、議案第１９号別海町自治基本条例の制定についてを除く２０件については、委員会

に付託せずに本会議において、質疑、討論、採決すべきものと決定をいたしました。

委員会に付託する、平成２３年度各会計予算については、全議員で構成する平成２３年

度別海町各会計予算審査特別委員会を設置して審査すべきものと決定をいたしました。委

員長には池田議員、副委員長には松 議員を候補者として選任をいたしました。正副委員

長の互選については、議長指名で行いますので御了承をお願いいたします。

また、別海町自治基本条例の制定についても、全議員で構成する別海町自治基本条例審

査特別委員会を設置して、審査すべきものと決定をいたしました。

委員長には、戸田憲悦議員、副委員長には安部議員を候補者として選任をいたしており
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ます。なお、正副委員長の互選については、議長指名で行いますので、御了承をお願いい

たします。

次に、会期及び議事日程であります。

本定例会の会期は、３月９日から３月１７日までの９日間で、１日目には、町長提出議

案の内容説明、質疑を行い、先議の申し出がありました議案第１１号から議案第１８号ま

での、平成２２年度各会計補正予算８件については、討論・採決をいたします。２日目に

は一般質問を行うことといたしました。予算審査の中で、一般質問と同様の質疑も予想さ

れることから、予算審議の前の１０日に行うことといたしております。

なお、３月１１日から１６日までの６日間は休会とし、１１日は各常任委員会、１４日

は自治基本条例審査特別委員会を行い、予算審査特別委員会は１５日と１６日の２日間で

行います。

また、最終日の１７日は、町長提出議案の討論、採決、委員会付託議案の採決を行い、

その後、議員及び委員会提出案件等の内容説明、質疑、討論、採決を行うことと決定をい

たしました。

次に、一般質問であります。

通告を受理しております一般質問は、佐藤議員、中村議員、瀧川議員、丹羽議員の４名

であります。質問の順番は、会議規則等運用規程に基づき、通告順に行うことといたしま

した。

次に、請願、陳情等についてであります。

受理いたしました要請、陳情等は、お手元に配付したとおりであります。提出された要

請書等の写しは議員控え室で閲覧できますので、賛同される議員は、議員発議により提出

をお願いいたします。

次に、議員、委員会提出案件であります。

現在、受理している議員提出案件は２件であります。

１件目は、別海町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、佐々木議員か

ら。２件目は、新たな高齢者医療制度に関する意見書を松 議員からの提出であります。

また、委員会提出案件は１件が予定されております。

地域医療存続のための医師確保に関する意見書、安部文教厚生常任委員長から。最終日

に提案されることになっております。

なお、本定例会におきましても、各常任委員会開催のため、休会日を１日設けておりま

す。議案審査や討議の時間を十分、確保できるよう配慮したものですので、委員長初め、

議員各位の御理解と御協力をお願いいたします。

また、いわゆる反問権についてですが、既に御承知のとおり、委員会条例及び会議規則

を改正し、町長等に付与しております。反問制度は、議員の質問に対して論点、争点を明

確にするためのものであり、質問回答事項を十分精査し、より質の高い議論を展開するこ

とが期待されているものであります。

このことにつきましても、町長初め、執行機関及び議員各位には趣旨を十分御理解いた

だきますようお願いいたします。

以上、議会運営委員会で協議いたしました内容についての報告といたします。

──────────────────────────────────

◎日程第３ 会期決定の件

○議長（渡邊政 君） 日程第３ 会期決定の件を議題といたします。
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お諮りいたします。

この定例会の会期は、本日から３月１７日までの９日間といたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 御異議なしと認めます。

したがって、会期は、本日から３月１７日までの９日間と決定いたしました。

──────────────────────────────────

◎日程第４ 諸般の報告

○議長（渡邊政 君） 日程第４ 諸般の報告を行います。

諸般の報告は、お手元に配付のとおりであります。

──────────────────────────────────

◎日程第５ 町長行政報告及び提出議案の概要説明

○議長（渡邊政 君） 日程第５ 町長から行政報告及び提出案件の概要について説明が

あります。

町長。

○町長（水沼 猛君） おはようございます。

平成２３年第１回の別海町議会定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上

げます。

月日のたつのは早いものでございまして、本日、３月定例会を迎えたところでもござい

ます。ここ数日、例年になく暖かい日が続いておりますが、議員各位におかれましては、

年度末を控え、御多忙の中、御出席を賜りました。厚く御礼を申し上げます。

さて、本定例会は本日から１７日までの会期でございますが、平成２３年度の各会計予

算案を初め、自治基本条例等、重要諸案件の御審議をお願いすることになります。

平成２３年度の一般会計予算につきましては、来月の町長町議選挙を控え、義務的経費

や施設管理費等の経常経費を中心に、いわゆる骨格予算として編成しておりまして、新規

事業、政策的判断を必要する経費等につきましては、今後、補正予算により対応していく

こととしておりますが、中山間事業の予算計上もありまして、平成２２年度当初と比較し

て１.９％の増となったところでございます。

しかしながら、この中山間事業を除きますと、実質４.６％のマイナス予算であり、国

の予算と同様、今後とも厳しい財政状況となることが予想されますが、町民の皆様方の

ニーズをしっかりと受けとめ、満足度を高めていけるよう努めてまいりたいと考えており

ますので、議員の皆様の一層の御支援と御協力を賜りますよう、お願いを申し上げます。

なお、平成２２年度の補正予算案につきましては、年度末を控え残された短い期間での

予算執行となりますので、ぜひ先議を賜りますようお願いを申し上げます。

次に、行政報告並びに提出案件の概要説明を申し上げます。

まず、産業の動向について御報告を申し上げます。

酪農畜産の情勢につきましては、平成２２年の町内の生乳生産は、前年対比９９.２％

の４７万８,０００トン、生産額では前年対比９６％の４００億３,０００万円と前年実績

を下回っております。乳量が前年を下回っている要因につきましては、昨年の天候不順に

より基礎飼料の調整が悪かったことが一因と考えられます。

また、夏の猛暑の影響によりまして、乳牛のダメージが大きく、８月以降は前年割の状

況が続き、特に１０月以降は前年対比９８％を割るなど、大幅に乳量が減少している状況
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であります。

乳牛の受胎率も秋以降、低下傾向にあることから、来年度の生産量への影響が心配され

るところであります。

昨年４月、国内の酪農畜産業界を震撼させた口蹄疫については、１０月６日に国際獣疫

事務局へ清浄国の申請をし、本年２月５日に清浄国ステータスの認定を受け一安心してい

るところでございますが、近隣国には依然として口蹄疫の発生を繰り返す国もございま

す。

特に、隣の韓国においては、昨年１１月２６日に再発生してから、冬期間の防疫の不備

もあり、３００万頭以上の家畜が殺傷処分対象となるなど、感染が拡大していることか

ら、各空港での水際での防疫対策が重要なことはもちろんのこと、畜産関係者みずから農

場への侵入防止対策の徹底をお願いをいたしているところでございます。

ＴＰＰ、環太平洋連携協定に関しましては、政府は本年６月をめどに交渉に参加するか

どうかについて判断を下す予定でございます。本町といたしましても、交渉参加について

は断固反対であることに変わりはありません。

去る１月１８日に行われました、農林水産省の「食と農林漁業の再生推進本部」との意

見交換におきましても、大きな影響が及ぶ地方と丁寧な議論をし、拙速な判断は避けるべ

きと訴えてまいったところでございます。今後におきましても、機会あるごとに訴えてま

いる所存でございます。

世界各国の各地の異常気象により、干ばつや大雨、洪水等による穀物の収量減により、

穀物価格が２年ぶり高水準にまで高騰しております。また、中東情勢の不安により原油価

格も高騰していることから、配合飼料及び生産資材等の価格が上昇することが予想され、

今後の酪農経営は非常に厳しくなるものと予想されます。

次に、水産業についてでございますが、昨年の秋サケ定置網漁は過去２５年を見まして

も、最悪でございまして、最低の水揚げとなり、漁家経営は大変厳しい状況であります。

両漁協において、漁業経営の早期安定と健全化を図るため、資金の融通に対し利子補給補

助、漁業支援等緊急対策特別支援、これの強い要望があり、本定例会に予算計上いたした

ところでございます。

また、もう一つの主要魚種であります冬季のホタテ漁については、昨年の１２月１日か

ら始まり、流氷の漂着も重なり、現段階では計画水量を若干下回っておりますが、高値に

支えられた漁獲高でありますので、今後の価格動向と漁獲数量に注視してまいりたいと

思っております。

次に、高病原性鳥インフルエンザについてでございますが、隣町の浜中町で１月１９日

に回収したオオハクチョウの死亡個体から強毒性の高病原性鳥インフルエンザウイルスが

検出されましたが、本町では現段階において環境省の野付湾のふん便調査の結果などで、

ウイルスの保有確認もなく、また道、町なども情報収集に当たっておりますが、野鳥の異

常死なども確認されておりません。

今後、渡り鳥の北上シーズンを迎えることや、野付湾、風蓮湖などの解氷が進むに連

れ、多くの野鳥が飛来することから、関係機関が連携し早期発見による感染の拡散防止の

ため、監視の強化を図ってまいります。

次に、観光についてでございますが、観光の状況につきましては、本年２月末現在の本

町の観光入り込み数は、夏までは好天に恵まれたイベントがあったものの、口蹄疫などの

影響などの影響や秋以降のイベント時の天候不良から、前年比４.４％減の２４万４,８０
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０人にとどまっております。野付半島についても、前年比４.０％減の１３万２,３００人

となっております。

このような状況の中、２月１３日、第４３回白鳥まつりを開催してきたところでござい

ますが、折からの低気圧の影響を受け、前日から吹雪きに見舞われまして、開催が危ぶま

れるあいにくの天候にもかかわらず、町内外から熱心な来場者がありまして、大変うれし

く思っているところでございます。

当町の観光客の入り込みは依然として減少しておりますが、今後とも通過型観光から、

体験や研修、修学旅行などの着地型観光を促進し、観光客などの入り込み数の増加に取り

組んでいくことが必要であると考えております。

次に、商工業についてでございますが、国内では一部、景気回復傾向があるものの、中

東原油情勢が不透明な状況から、町内の経営環境は今後も予断を許さない厳しい状況が続

くものと承知をしております。

そのような状況下、町といたしましては、地域経済の活性化を図ることを目的に商工会

等の協力のもとに、町内の中小企業を対象とした地域貢献事業、また、新しく起業する事

業などに対し、積極的に支援しているところであり、今後も各団体等が取り組んでいる元

気な地域づくり商店街づくり活動にも、地域活性化の観点から大きな期待をいたしている

ところでございます。

以上で、行政報告を終わります。

次に、提出案件の概要を説明申し上げます。

このたび、提出させていただきました案件については全部で２９件でございます。

議案第３号から議案第１０号までの８件につきましては、平成２３年度の各会計の当初

予算でございます。一般会計では、１４４億１,３００万円で、企業会計を含めた予算総

額は２３２億７,７０５万円となっております。なお、老人保健特別会計につきまして

は、平成２２年度をもって廃止となります。

議案第１１号から議案第１８号の８件につきましては、老人保健特別会計を除く、平成

２２年度の各会計補正予算でございます。

このたびの補正につきましては、事業の精査や執行残の減額等を行うのが主なものでご

ざいます。補正後の予算額は、一般会計予算において１５５億４,４００万円、企業会計

を含めた予算総額は補正前と比較して２億８,２３８万円減の２４２億３,６５４万円と

なっております。

議案第１９号は、別海町自治基本条例の制定でございます。この条例につきましては、

私が平成２２年度の行政執行方針に掲げました自治基本条例でございますが、先般、みん

なでつくる自治基本条例検討委員会からの提言書の提出を受け、庁舎内での協議、検討を

行い、議案として提出させていただくことといたしました。この自治基本条例は、別海町

の町づくりに関する基本理念及び基本原則を定め、協働の町づくりを推進し、町民、議会

及び行政の役割及び責務を明らかにし、町民主体による町づくりを実現することを目的と

しております。

また、条例制定後は、別海町の町づくりに関する最高規範と位置づけ、ほかの条例など

の制定及び改廃並びに町づくりに関する計画の策定に当たっては、この条例に定める事項

を尊重することといたしたいとするものでございます。

議案第２０号の別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

つきましては、月の途中で就任、または離任した場合に１月分を支給しております、議員
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報酬の額を日割り支給に改めるほか、あわせて文言の整理を行うものであります。

議案第２１号の別海町職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、平成２３年

４月１日の施行の給与法の改正により、月６０時間を超える時間外勤務の積算及び平成２

３年度以降に支給する期末手当、勤勉手当の支給率を改正し、４３歳までの職員の給与に

ついて調整昇給を行うものであります。

議案第２２号の別海町職員の定年等に関する条例の一部改正につきましては、医療業務

に従事する医師の定年を現行の６０歳から６５歳に延長するため改正を行うものでありま

す。

また、議案第２３号別海町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一

部改正につきましては、長期継続の対象となる契約を明確にし、機械警備業務の契約期間

については８年以内とするものであります。

議案第２４号の別海町予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正ですが、別海町議会

議員の報酬額及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴い、費用弁償の支給について改

正するものでございます。

議案第２５号は、別海町母子健康センター設置条例の一部改正でございますが、従来か

ら行ってきました乳房マッサージ指導に、新たにベビーマッサージ指導を加え、使用料の

改正を行うものであります。

議案第２６号は、別海町漁業集落排水事業償還基金条例の廃止でございます。平成２２

年度末で基金残高がなくなることに伴い、本条例を廃止するものでございます。

議案第２７号と議案第２８号につきましては、現在、別海漁業協同組合が指定管理者と

なっております、本別海生活改善センターについて、さらなる効率的な活用を図るため、

本施設の設置条例を廃止し、別海漁業協同組合へ無償譲渡いたしたいとするものでござい

ます。

議案第２９号につきましては、町道路線認定及び廃止についてでございます。このた

び、１路線の変更と、新たな１２路線の認定、また１路線について廃止をいたしたいとす

るものでございます。

最後になりますが、議案第３０号と議案第３１号につきましては、町が加入している組

合からそれぞれの組合における構成団体の加入による規約の変更について協議を求められ

たことから、議会の議決を求めるものでございます。

以上、全部で２９件の議案を提出させていただきました。本定例会におきまして、御審

議をいただき、御決定を賜りますようお願いを申し上げまして、議案の概要説明といたし

ます。

どうぞ、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（渡邊政 君） ここで、お諮りいたします。

提出されております、日程第６ 議案第１１号から、日程第１３ 議案第１８号までの

８件と、日程第２３ 議案第２０号から、日程第３４ 議案第３１号までの１２件、合わ

せて２０件については、会議規則第３９条第３項の規定に基づき、委員会の付託は省略い

たしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 御異議なしと認めます。

したがって、日程第６ 議案第１１号から、日程第１３ 議案第１８号までの８件及び
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日程第２３ 議案第２０号から、日程第３４ 議案第３１号までの１２件、合わせて２０

件については、委員会の付託は省略することに決定いたしました。

──────────────────────────────────

◎日程第６ 議案第１１号

○議長（渡邊政 君） 日程第６ 議案第１１号平成２２年度別海町一般会計補正予算を

議題といたします。

内容について説明を求めます。

財政課長。

○財政課長（竹中 仁君） 議案第１１号の内容説明を申し上げます。

別冊の別海町一般会計補正予算書の１ページをお開きください。

平成２２年度別海町一般会計補正予算（第６号）。

平成２２年度別海町一般会計の補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６,８００万円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１５５億５,４４０万円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第２条、繰越明許費の補正。

繰越明許費の追加・変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。

第３条、債務負担行為の補正。

債務負担行為の追加・変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。

第４条、地方債の補正。

地方債の変更・廃止は、「第４表 地方債補正」による。

次に、２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正です。補正額の欄で申し上げます。

まず、歳入です。

１款町税、１項、２項と５項で５,３３０万円の増。

２款地方譲与税、２項で７００万円の減。

３款利子割交付金、１項で２００万円の減。

４款配当割交付金、１項で６５万円の減。

８款国有提供施設等所在市町村助成交付金、１項で２万６,０００円の増。

９款地方特例交付金、１項で２,０１６万１,０００円の増。

１０款地方交付税、１項で１,０９４万１,０００円の増。

１１款交通安全対策特別交付金、１項で１０９万６,０００円の減。

１２款分担金及び負担金、１項と２項で１,４３１万３,０００円の減。

１３款使用料及び手数料、１項から３項で２２６万６,０００円の減。

１４款国庫支出金、１項から３項で１,６８０万円の減。

１５款道支出金、１項から３項で２,３７７万９,０００円の減。

１６款財産収入、１項と２項で３９３万２,０００円の増。

１７款寄附金、１項で１８４万８,０００円の増。

１８款繰入金、１項で４２万４,０００円の減。

２０款諸収入、４項と５項で２,５８８万円の減。
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２１款町債、１項で６,４００万円の減。

歳入合計で６,８００万円を減額し、補正後歳入予算の総額を１５５億５,４４０万円と

するものです。

次に４ページをお開き願います。

歳出です。

１款議会費、１項で８６万１,０００円の減。

２款総務費、１項、２項と４項、５項で１億８,４１９万２,０００円の増。

３款民生費、１項と２項で６,１６６万５,０００円の減。

４款衛生費、１項と２項で４,９１４万５,０００円の減。

５款労働費、１項で５６万６,０００円の減。

６款農林水産業費、１項から４項で５,２７２万３,０００円の減。

７款商工費、１項で１６４万円の減。

８款土木費、１項から５項で４,７９４万円の減。

１０款教育費、１項から６項で２,０５３万４,０００円の減。

１２款公債費、１項で１,５２９万円の減。

１３款給与費、１項で１８２万８,０００円の減。

歳出合計で６,８００万円を減額し、歳出予算の総額を１５５億５,４４０万円とするも

のです。

次に、６ページをお開き願います。

第２表、繰越明許費補正は、追加と変更です。

まず追加で、最初の５件はいずれも６款農林水産業費、１項農業費で、道営基幹農道整

備事業、美原東地区、金額は１,４５０万３,０００円。次の、道営一般農道整備事業、栄

進地区が２,９２５万円、同じく緑進地区が１,５７５万円、道営基幹農道整備事業、北大

成地区が２７０万円、道営農道保全対策事業、中島２期地区が２,００２万５,０００円

で、これらは国の緊急総合経済対策により、道営農道整備事業にかかわる事業費が増額さ

れましたが、いずれも年度内の事業完了が困難なものでございます。

最後の８款土木費、２項道路橋梁費、防衛施設周辺障害防止対策事業は、金額が２,０

００万円で、これも年度内事業完了が困難なことから、翌年度へ繰り越して執行できるよ

う予算で定めるものでございます。

変更につきましては、平成２３年第１回臨時議会で議決をいただきました、地域活性化

住民生活に光りをそそぐ交付金事業、幼児、児童、生徒用図書購入事業ですが、交付金の

二次配分により追加があったため、補正前の金額１,３００万円を１,３５０万円に変更し

たいというものでございます。

次に、７ページ、第３表、債務負担行為ですが、同じく追加と変更です。

まず、農業経営基盤強化資金利子補給補助金、これはスーパーＬ資金の平成２１年１２

月１日から、平成２２年１１月３１日までの貸し付け承認分について、町が最大０.１６

％の利子補給を予定するもので、期間は平成２３年度から平成４６年度まで、限度額は

６,２６６万５,０００円です。

次に、漁業支援等緊急対策利子補給事業補助金で、秋サケ不漁に対応した資金貸し付け

につきまして２％を上限に町が利子補給を行うものです。期間は、平成２３年度から平成

３７年度まで、限度額は５,５２２万４,０００円です。

中小企業振興資金利子補給補助金は、平成２２年度融資分につきまして、別海町中小企
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業融資条例に基づき利子補給をするもので、期間は平成２３年度から平成３７年度まで、

限度額は１,２９６万７,０００円です。

次に、変更で、畜産経営維持緊急支援資金利子補給補助金、期間に変更はございません

が、本年２月貸し付け分対象利子４７６万４,０００円を増額し、変更後の限度額を３,７

１７万４,０００円とするものです。

次の２件は、畜産担い手育成総合整備事業で草地整備面積の増等により、期間、限度額

を変更するもので、美豊地区は補正後の期間を平成２０年度から平成２３年度までとし、

２,７００万円を増額し、限度額を４億９,１００万円に、中新地区につきましては限度額

を１,３００万円増額し、変更後の限度額を６億５,３００万円とするものでございます。

次に、８ページをお開きください。

第４表は、地方債補正です。

変更の内容ですが、農道整備事業で表の２段目、北大成地区農道整備事業、次の緑進地

区農道整備事業、２段飛びまして栄進地区農道整備事業、さらに１段置きまして中島第２

地区農道整備事業につきましては、緊急総合経済対策の補正により、追加となった道営の

道整備事業にかかわる増額で、その他の事業につきましては、いずれも事業量や事業費の

確定により、限度額を増額、または減額したものです。

事業ごとの増減額につきましては、説明を省略させていただきますが、補正後におい

て、起債の方法、利率、償還の方法に変更はございません。

１０ページをお開き願います。

地方債の廃止です。

起債の目的は、公営住宅建設事業、限度額６,８００万円でございますが、この起債に

つきましては、交付税算定の対象とならないため、今回、補正で一般財源へ振りかえし、

借り入れを取りやめようとするものです。

合計では、補正前限度額１２億５,４１９万７,０００円から、６,４００万円を減額

し、補正後の限度額を１１億９,０１９万７,０００円とするものでございます。

次に、事項別明細書の総括、１の総括につきましては、説明を省略させていただきまし

て、歳入から御説明をさせていただきます。

１３ページをお開き願います。

２、歳入です。

決算見込みによる増額、または減額でございます。

１款町税、１項、２目法人分、２,４００万円の増。

２項１目固定資産税３,６００万円の増。

５項１目入湯税６７０万円の減。

２款地方譲与税、２項１目自動車重量譲与税７００万円の減。

１４ページになります。

３款利子割交付金、１項１目利子割交付金２００万円の減。

４款配当割交付金、１項１目配当割交付金６５万円の減。

８款国有提供施設等所在市町村助成交付金、１項１目国有提供施設等所在市町村助成交

付金２万６,０００円の増。

１５ページで、９款地方特例交付金、１項１目地方特例交付金、２,０１６万１,０００

円の増。

ここまでは決算見込みによるものでございます。
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１０款地方交付税、１項１目地方交付税、１,０９４万１,０００円の増。普通交付税の

額の確定によるものです。

１１款交通安全対策特別交付金、１項１目交通安全対策特別交付金、１０９万６,００

０円の減は、決算見込みによるものでございます。

１６ページをお開きください。

１２款分担金及び負担金、１項１目農林水産業費分担金９９６万９,０００円の減。事

業費確定によります、環境精鋭管理型漁港づくり推進事業分負担金の減などです。

２項２目民生費負担金、４０万円の減から、３目農林水産業費負担金、３７２万５,０

００円の減、４目教育費負担金、２１万９,０００円の減は、事業費の確定等によるもの

でございます。

１７ページで、１３款使用料及び手数料は、すべて決算見込みによるものです。

１項１目総務使用料１６２万４,０００円の減。

２目衛星使用料、１３万５,０００円の増。

５目土木使用料、５４万８,０００円の増。

６目教育使用料、１０万５,０００円の減。

２項２目民生手数料、２８７万９,０００円の減。

次に、１８ページで、３目衛生手数料、６１万５,０００円の増。

５目土木手数料、７３万円の減。

３項１目証紙収入、１７７万４,０００円の増。

１９ページに進みます。

１４款国庫支出金、１項１目総務費国庫負担金８９万７,０００円の増。特定防衛施設

周辺整備調整交付金事業費の確定でございます。

２目民生費国庫負担金、１６９万５,０００円の減。これと、３目衛生費国庫負担金、

１２６万円の減は、決算見込みによるものです。

２項１目総務費国庫補助金、４８３万３,０００円の増。地域活性化住民生活に光りを

そそぐ交付金の二次配分による増額でございます。

次目からは、事業費の確定、決算見込みによるもので、２目民生費国庫補助金、２２７

万３,０００円の減。

３目衛生費国庫補助金、９万５,０００円の減。

４目農林水産業費国庫補助金、５６８万円の減。

５目土木費国庫補助金、９２２万３,０００円の減。これは、２０ページ、一番上の社

会資本整備総合交付金の減が主なものとなっております。

２０ページで、６目教育費国庫補助金、２２９万３,０００円の減。

２１ページで、３項１目総務費国庫委託金、１万１,０００円の減。

２２ページをお開きください。２２ページ以降も事業費の確定及び決算見込みによる補

正が続きます。

１５款道支出金、１項１目民生費負担金、４３万３,０００円の減。

２目衛生費負担金、６３万円の減。

２項１目総務費補助金、４８万円の減。

２目民生費補助金、４９４万１,０００円の減。

２３ページで、３目衛生費補助金、６６２万１,０００円の減。

４目労働費補助金、１３０万円の減。
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５目農林水産業費補助金８２２万円の減。

２４ページお開き願います。

０目土木費補助金は、既存住宅耐震改修の申し込みがないことから、金額５０万円の減

で廃目です。

３項１目総務費委託金、６２万４,０００円の減。

２目衛生費委託金、３万９,０００円の減。

３目農林水産業費委託金、９,０００円の増。

１６款財産収入、１項１目財産貸付収入、４６万５,０００円の増。

２目利子及び配当金、２２６万３,０００円の減。本年度の利子確定によるものです。

次に、２６ページをお開きください。下のほうからです。

２項１目不動産売払収入、４１０万円の増。土地売払収入です。

２目物品売払収入、１６３万円の増は、収集資源物の売払収入です。

１７款寄附金、１項１目一般寄附金、８,０００円の増。

２目教育費寄附金、本目新設で２０万円の増。

３目ふるさと応援寄附金、本目の新設で１６４万円の増。

１８款繰入金で、１項１０目標津線代替輸送確保基金繰入金、２５万４,０００円の

減。

１２目清流保全基金繰入金、１７万円の減。いずれも、充当対象事業の確定によるもの

です。

２８ページで、２０款諸収入、４項１目民生費受託事業収入、４８５万円の減。

２目農林水産業費受託事業収入、２３万３,０００円の減。

３目土木費受託事業収入、８４５万４,０００円の減。いずれも、事業費や委託料の確

定によるものです。

５項５目雑入、１,２３４万３,０００円の減につきましては、畜産担い手育成総合整備

事業、再編整備型償還収入の減が主なものとなっております。

３０ページです。

２１款町債、１項２目農林水産業債、６８０万円の増。農道整備事業債の増、そのほか

は事業費確定による減額です。

３目土木債、７,０８０万円の減、地方債補正で御説明させていただいたとおり、公営

住宅建設事業債の減が主なものでございます。

歳入終わりまして、歳出に移らせていただきます。３１ページをお開き願います。

３、歳出です。

１款議会費、１項１目議会費、８６万１,０００円の減。

３２ページです。

２款総務費は、１項４目まですべて執行残、または決算見込みによる減額となります。

まず、１項１目一般管理費、３３ページにわたりまして４１３万１,０００円の減。３

３ページ、下から３４ページの中ほどまでで、２目職員管理費、２５８万７,０００円の

減。

３４ページで、３目財政管理費、７２万７,０００円の減。

４目会計管理費、４９万４,０００円の減。

３５ページに入りまして、５目財産管理費は２億３,５５０万５,０００円の増。

３６ページ中段の１９節負担金補助及び交付金までは、執行残等による減額でございま



─ 17 ─

すが、３６ページ、中ほど積立金でございます。２３年度以降の不確定な交付税収入等に

対応し、財政基盤の強化を図るため、財政調整基金にこのたび１億９,８２６万２,０００

円を積み立てしております。端数がついておりますのは、利子収入減額補正によるもので

す。

また、毎年度、一定額を歳入に繰り入れております生涯学習基金に１,１９７万２,００

０円、地域福祉基金に２,９９０万１,０００円を積み立てております。

このほか、歳入で計上いたしましたふるさと応援寄附金につきましては、産業振興基

金、清流保全基金、ふるさと応援基金などにそれぞれ積み立てをしております。

３７ページの下のほうで、６目から、これにつきましても執行残等による減額となりま

す。

６目企画費、７７６万９,０００円の減。３９ページの中ほどまで続いております。

３９ページで、７目広報費、５万８,０００円の減。

８目車両管理費、４４４万７,０００円の減。４０ページにわたります。

４０ページで、９目支所費、１０万６,０００円の減。

１０目交通安全対策費、７３万２,０００円の減。

１１目環境対策費、３７万６,０００円の減。

４１ページで、１２目北方領土問題対策費、２１６万９,０００円の減。

４２ページをお開きください。

１３目特定防衛施設周辺整備費、１,９１１万５,０００円の減。これにつきましては、

自動車等購入費、道路改良工事補償金の減が主なものでございます。

４３ページで、１５目地域情報化推進事業費、２６万２,０００円の減。

１６目諸費、１５万６,０００円の減。

１８目地域活性化住民生活に光りをそそぐ交付金事業は、５０万円の増。交付金二次配

分に伴う増額です。

２項徴税費から、再び執行残等による減額です。

２項１目税務総務費、７万７,０００円の減。

次に、４４ページで、２目賦課徴収費、１６５万２,０００円の減。

４項１目選挙管理委員会費、９１万３,０００円の減。

２目参議院議員選挙費、４５ページにかけまして２３７万円の減。

５項１目統計調査総務費、２万１,０００円の減。

２目指定統計費、７万４,０００円の減が４６ページ上段まで続いております。

４６ページの、３目国勢調査統計費、７４万７,０００円の減。

総務費終わりまして、４７ページから民生費に入りますが、民生費すべて執行残、決算

見込み、または他会計補正に伴う繰入金等の減額でございます。

３款民生費、１項１目社会福祉総務費、３０３万８,０００円の減。

２目老人福祉費、２,７４５万９,０００円の減は、４８ページ中段で扶助費の措置費及

び介護サービス事業特別会計繰出金、介護保険特別会計繰出金の減が主なものでございま

す。

４８ページで、４目国民年金事務費、２１万７,０００円の減。

５目障害者福祉費、１,６９３万２,０００円の減。主なものは、４９ページ中ほど重度

心身障害者医療扶助費の減などです。

５０ページをお開きください。
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６目居宅介護支援事業費、１５万４,０００円の減。

８目後期高齢者医療費、６９８万８,０００円の減。

２項１目児童福祉総務費、９１万９,０００円の減。

４目保育園費、１００万円の減。

５１ページで、５目へき地保育園費、３５万円の減。

６目児童館費、１２０万円の減。

７目母子父子福祉費、３４０万８,０００円の減です。

次に、５２ページをお開き願います。

衛生費につきましても、すべて執行残等による減額です。

４款衛生費、１項２目予防費、２７２万５,０００円の減。

３目環境衛生費、２６９万５,０００円の減。

５３ページから５４ページにかけまして、４目健康管理費、１２３万２,０００円の

減。

５４ページでございます。

５目エキノコックス症対策費、１万９,０００円の減。

６目乳幼児医療費、９０２万９,０００円の減。

５５ページで、８目母子センター費、４９７万９,０００円の減。

９目病院費、１１５万５,０００円の減。これは、町立別海病院事業会計出資金の減に

よるものです。

１０目生活排水施設費、１５万４,０００円の減。

２項２目じん芥処理費、１,９９３万円の減。主なものは、５６ページになりますが、

根室北部廃棄物処理広域連合負担金の減額となります。

５６ページの３目じん芥処理場費、３９９万円の減。

５７ページで、４目し尿処理費、１０４万２,０００円の減。

５目し尿処理場費は、１８８万５,０００円の減です。

５８ページをお開き願います。

５款労働費、１項１目労働諸費、５６万６,０００円の減。同じく執行残です。

５９ページです。

農林水産業費につきましては、１項８目の農道整備事業費を除きまして、ほかすべて執

行残等による減額補正です。

６款農林水産業費、１項１目農業委員会費、８万円の減。

２目農業総務費、９５３万９,０００円の減。

次に、６０ページをお開き願います。

３目農業振興費、２１５万７,０００円の減。

４目畜産業費、２,０４５万８,０００円の減。これにつきましては、６１ページで、各

利子補給補助金の減が主なものです。

５目育成牧場費、６５万１,０００円の減。

６２ページをお開き願います。

６目農地費、３８３万９,０００円の減。

６３ページで、７目農地交換整備事業費、６３万６,０００円の減。

８目農道整備事業費、１,９１９万３,０００円の増。繰越明許費補正で御説明のとお

り、国の緊急総合経済対策により、農道整備事業費、道営農道整備事業費が増額されたこ
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とによるものです。

９目農地調整推進事業費は３万円の減。

２項１目広域農業推進費、６４ページにかけまして１,５４６万３,０００円の減。畜産

担い手育成総合整備事業再編整備型償還金の減が主なものです。

３項１目林業総務費、４３万２,０００円の減。

６５ページに入りまして、２目林業振興費、３０５万２,０００円の減。

３目公有林整備事業費、４０万３,０００円の減。

６６ページになります。

４目森林環境保全整備事業費、５５万５,０００円の減。

４項１目水産業総務費、１万円の減。

２目水産業振興費、１,４６１万１,０００円の減は、漁港改修事業負担金の減が主なも

のでございます。

６８ページをお開き願います。

７款商工費、同じく執行残等による減額で、１項１目商工業振興費、７３万３,０００

円の減。

２目観光費、９０万７,０００円の減です。

次に、７０ページをお開き願います。

８款土木費もすべての科目で執行残等による減額です。

１項１目土木総務費、１１万６,０００円の減。

２項１目道路橋りょう総務費、４９万５,０００円の減。

７１ページで、２目道路維持費、５１４万４,０００円の減。

３目道路新設改良費は、７２ページまで続きます。１,６６６万６,０００円の減。主な

ものは、７２ページ、道路改良工事請負費の減額です。

７３ページで、４目防衛施設周辺道路整備事業費、１９５万円の減。

７４ページに進みます。

５目防衛施設周辺障害防止受託事業費、８６８万８,０００円の減。

３項１目下水道費、１,１２６万円の減。これは、下水道事業特別会計繰出金の減額で

す。

７５ページで、４項１目住宅管理費、２１２万２,０００円の減。

７６ページをお開き願います。

２目公営住宅建設事業費、４９万９,０００円の減。

０項河川費は、０目河川総務費の全額１００万円を減額し、廃項となります。

７７ページから教育費で、３項中学校費まで執行残等による全科目減額です。

１０款教育費、１項１目教育委員会費、２９万７,０００円の減。

２目事務局費、２７万５,０００円の減。

３目教育指導費、５７万８,０００円の減。

７８ページをお開き願います。

２項１目学校管理費、３５万３,０００円の減。

２目教育振興費、３２万６,０００円の減。

３目通学対策費、６８万８,０００円の減。

７９ページで、４目学校建設費、１６万５,０００円の減。

３項１目学校管理費、１００万円の減。
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８０ページに進みます。２目教育振興費、３５万８,０００円の減。

３目通学対策費、１１２万１,０００円の減。

４目学校建設費、５６万１,０００円の減額です。

４項１目幼稚園管理費は、１３万２,０００円の増。臨時教員の賃金不足分を増とする

ものです。

８１ページ以降、すべて執行残等による減額です。

２目教育振興費、１５４万３,０００円の減。

５項１目社会教育総務費、２０万５,０００円の減。

８２ページをお開き願います。

２目生涯教育推進費、８万６,０００円の減。

３目生涯教育学習費、３０万３,０００円の減。

４目青少年教育費、４８万６,０００円の減。

８３ページで、５目中央公民館費、７万５,０００円の減。

６目東公民館費、９万円の減。

７目西公民館費、１５万８,０００円の減。８４ページにかかっております。

８４ページで、９目図書館費、２０６万４,０００円の減。８５ページ、中段までで

す。

８５ページ、１０目郷土資料館費、３５万７,０００円の減。

６項１目保健体育総務費は、８６ページ中段までで、６７万５,０００円の減。

８６ページです。

２目学校給食費、１４１万３,０００円の減。

８７ページに進みまして３目へき池学校保健管理費、２０６万２,０００円の減。

８８ページをお開き願います。

４目総合スポーツセンター費、５４２万７,０００円の減。

８９ページで、１２款公債費、１項２目利子、１,５２９万円の減。年度内支払分の利

子確定によるものでございます。

９０ページをお開きください。

歳出最後になります、１３款給与費、１項１目給与費で１８２万８,０００円の減。

以上で歳出を終わらせていただきます。

９１ページをお開き願います。

９１ページは、補正予算給与費明細書でございます。

１、特別職、一番下の段、比較の合計欄の数字で御説明をさせていただきます。

職員数は、その他の特別職で８１人の減。給与費の報酬で、その他の特別職分２５５万

４,０００円の減。議員分期末手当で８６万１,０００円の減。給与費の計及び合計欄で、

３４１万５,０００円の減となるものでございます。

以上で、一般会計補正予算（第６号）の内容について説明を終わらせていただきます。

○議長（渡邊政 君） それではここで、１０分間、休憩を入れます。

午前１１時０５分 休憩

──────────────

午前１１時１６分 再開

○議長（渡邊政 君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

議案第１１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行います。
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質疑に入ります。

１１番中村議員。

○１１番（中村忠士君） ４９ページ、あるいは５１ページにかかわって、医療扶助費の

減額がございます。４９ページ中段のところでは、重度心身障害者医療扶助費、それから

５１ページの下段では、ひとり親医療扶助費、それぞれ減額になっているのですが、よく

とらえれば予防等で病気にかからなかったという意味合いもあるのかなというふうには思

うのですが、少し心配なのは今のこの不況の状況の中で、医療の抑制といいますか、本当

は医療が必要なのだけれども、その自己負担のことが心配で抑制傾向にあるというのが一

般的な傾向となっていますので、そこら辺を少し心配するのですが、そういうようなこと

はないのでしょうか。ちょっとその辺、確認したいと思います。

○議長（渡邊政 君） 町民課長。

○町民課長（斎藤英彦君） お答えいたします。

重度心身障害者、乳幼児等、それからひとり親と、それぞれの扶助費につきましては、

それぞれ減額としております。計上におきましては、過年度までの実績等を考慮しまし

て、扶助の不足にならないような予算措置をしています。

本年度につきましては、２１年度末と本年度の１月末を比較いたしますと、その対象者

が減少しております。いずれも減少しております。重度で申し上げますと、２１年度３月

末と本年の１月末現在で２２名の減少です。乳幼児につきましては、８６名の減少でござ

います。ひとり親につきましては、１０名の減少というのが、主な原因かと思われます。

以上でございます。

○議長（渡邊政 君） 中村議員よろしいですか。

ほかに御質問ございますか。

５番瀧川議員。

○５番（瀧川榮子君） １３ページの入湯税です。

今回、６７０万円が減ということになったのですけれども、目的税として使われている

ところがありました。このことについて、この減になったことでその目的税として使われ

るところへの配慮はどのようになったのかということを、まず一つ目にお聞きします。

そして、二つ目は乳幼児の医療費のこと、９００万円減になったのですけれども、これ

は先ほどの減、中村さんが聞かれたところの乳幼児医療のところでは対象者が減になった

ということでいいのかどうか、ここのところをもう一度ちょっと確認してお聞きしたいと

思います。

それと、６３ページ、観光のところです。

予算資料の中では、予算資料の１２ページの中では観光リーフレットの作成とか、観光

ＤＶＤの作成ということでお金が入っていると思うのですけれども、この観光ＤＶＤの作

成についてはどのようなものを、どのようにところに置くのかということについてお聞き

したいと思います。

それと７５ページなのですけれども、１９、負担金補助金及び交付金のところです。既

存住宅耐震改修の補助ということで、１００万円が申し込みがなかったということで残り

ました。耐震構造でない住宅というのは、推定として別海町にはどれぐらいあるのかとい

うことを町として把握されていらっしゃるのかどうかということと、建てかえの計画など

あって、耐震とか改修はもうしないよというような住宅があるのかどうか、そこら辺のと

ころを把握されているのかということについてお聞きしたいと思います。
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○議長（渡邊政 君） まず、財政課長。

○財政課長（竹中 仁君） 私のほうから、入湯税の関係につきまして御説明をさせてい

ただきます。

入湯税につきましては、議員御存じのとおり、環境衛生施設、または鉱泉源の保護管理

施設、消防施設等の整備ですとか、観光の振興、観光施設整備に要する経費に充てるため

の目的税ということになってございますが、その歳入がなければ、完全にその事業に当て

込むための経費で、その財源のみで歳出を構成しているわけではございませんので、入湯

税の増減によりまして、その事業の実施が左右されるであるとか、そういうことはないと

いうことでございます。

○議長（渡邊政 君） 町民課長。

○町民課長（斎藤英彦君） 乳幼児医療費の助成につきましては、北海道の医療給付事業

補助金交付要綱に基づいて行っておりますので、先ほどの減額等につきましては、これま

での実績等を踏まえて精査をして、今後の見込みも年度内予算を見込んで、推計したもの

に対する減額でございます。

ちなみに、決算ベースで申し上げますと、２０年度、２１年度は約５８７万円、２１年

度につきましては５８４万円、今年度１月末におきましては４２８万８,０００円という

ことになっておりまして、かかる医療費の額にも影響があるかと思います。

対象者数につきましては、先ほど申し上げましたように若干、減少しているということ

が要因かと思います。

○議長（渡邊政 君） 商工観光課長。

○商工観光課長（岡田一芳君） お答えをいたします。

観光ＤＶＤについては、各旅行代理店とか、各観光施設、あとは今、町でもつくって整

備中なのですけれども、道の駅等だとかで、各物産展等の場面でＰＲのために使いたいと

いうふうに考えております。

○議長（渡邊政 君） 総務部長。

○総務部長（小守 正君） 既存住宅の耐震改修の補助金の関係でございますが、ここ何

年か、これは民間の個人の住宅の耐震改修でございます。

町内に何件その計画があるか、あるいは対象になるかということについては、町として

現在のところ把握はしておりません。

ただ、本人のほうから、町民の方からそういう改修をしたいということであれば、それ

に対する補助金を計上しておりましたけれども、こちら道の補助も受けながら対応してお

ります。

該当者がなかったということで御理解をいただきたいと思います。

○議長（渡邊政 君） 瀧川議員、質問が多岐にわたりましたのが、大体の答弁あったと

思いますが、よろしいですか。

ほかに質問ありますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） ないようですので、これで質疑を終わります。

それでは、これから討論に入ります。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 討論を終わります。
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これから、採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１１号は、原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────

◎日程第７ 議案第１２号

○議長（渡邊政 君） 日程第７ 議案第１２号平成２２年度別海町国民健康保険特別会

計補正予算を議題といたします。

内容について説明を求めます。

町民課長。

○町民課長（斎藤英彦君） 議案第１２号の内容説明をいたします。

初めに、本補正の概要について申し上げます。

今回の補正につきましては、歳出の保険給付費の推計によります増額と、関係機関から

の交付金、納付金、拠出金などの年度内決定通知などをもとに、歳入歳出予算それぞれの

推計精査を行い、予算計上を行ったものでございます。

保険給付費につきましては、本年度の１１月診療分までは確定しておりまして、ここま

での実績につきましては、ほぼ前年度同時期の決算額並みに推移しているところでござい

ます。

残りの３カ月分につきましては、現行の医療制度となった平成２０年度、２１年度の給

付実績等を加味して最終予算としての推計を行ったものでございます。

その結果、歳入歳出予算の収支では、１,２５７万６,０００円の財源不足の推計となり

ましたので、予算上では一般会計繰入金で対応しているところでございます。

それでは、別冊の別海町国民健康保険特別会計予算書、１ページをお開き願います。

平成２２年度別海町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）。

平成２２年度別海町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５３２万４,０００円を追加し、歳入歳出算の

総額を歳入歳出それぞれ２３億７,２７２万４,０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正。

まず、歳入です。

１款国民健康保険税、１項で５２７万９,０００円の増。

２款国庫支出金、１項と２項で３４０万２,０００円の減。

３款療養給付費等交付金、１項で８７４万５,０００円の増。

５款道支出金、１項で１１１万円の増。

６款共同事業交付金、１項で１,０９０万１,０００円の減。

７款繰入金、１項で９８万３,０００円の増。

８款繰越金、１項で１９５万２,０００円の増。
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９款諸収入、１項と３項で１５５万８,０００円の増。

歳入総額で５３２万４,０００円を増額し、２３億７,２７２万４,０００円とするもの

でございます。

次に、３ページ、歳出です。

１款総務費、１項から４項合わせまして、７２万２,０００円の減。

２款保険給付費、１項、２項、５項合わせまして２,１０５万円の増。

４款前期高齢者納付金等、１項で３万３,０００円の増。

７款共同事業拠出金、１項で１,２６９万１,０００円の減。

８款保健事業費、１項と２項で５９２万８,０００円の減。

１０款諸支出金、１項で３５８万２,０００円の増。

歳出合計で５３２万４,０００円を増額し、２３億７,２７２万４,０００円とするもの

でございます。

次の事項別明細書、１の総括については省略させていただきまして、１３ページの歳出

から説明いたします。

１３ページをお開き願います。

３の歳出です。

款項の金額は省略し、目の金額で申し上げます。

１款総務費、１項１目一般管理費、１４万６,０００円の増。これは、執行残の精査に

よるそれぞれの減額と、今回、新たに平成２３年度からレセプトの電子化に伴う国保総合

システム導入にかかる機器更改の保険者負担分として１１３万９,０００円を計上するも

のでございます。

２目連合会負担金、３万１,０００円の減。額の確定による減でございます。

２項１目賦課徴収費、９万８,０００円の減、執行残の精査による減でございます。

１４ページです。

２目納税奨励費、２０万円の減、額の確定による減でございます。

３項１目運営協議会費、３７万４,０００円の減、執行残の精査による減でございま

す。

４項１目趣旨普及費、１６万５,０００円の減。これも執行残の精査による減でござい

ます。

１５ページです。

２款保険給付費、１項１目一般被保険者療養給付費、５００万円の増。２目退職被保険

者等療養給付費、８３８万９,０００円の増。５目審査支払手数料、１８万８,０００円の

増。いずれも本年度の医療推計による増額でございます。

２項１目一般被保険者高額療養費、１,２３０万３,０００円の増。２目退職被保険者等

高額療養費、６３万円の増。医療費の推計による増額でございます。

５項１目出産育児一時金、５４６万円の減。出生件数の減少見込みにより減額するもの

でございます。

次に、１６ページでございます。

４款前期高齢者納付金等、１項１目前期高齢者納付金、３万３,０００円の増。納付金

の確定によります増でございます。

７款共同事業拠出金、１項１目高額医療費共同事業医療費拠出金、２８３万４,０００

円の減。２目保険財政共同安定化事業拠出金、９８５万７,０００円の減。いずれも拠出
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金額の確定による減額でございます。

１７ページ、８款保健事業費、１項１目健康増進指導事業費、７７万２,０００円の

減。執行残の精査による減でございます。

２項１目特定健康審査等事業費、５１５万６,０００円の減。１８ページの上段までま

たがりますが、いずれも執行残の精査によるものでございます。

１０款諸支出金、１項３目償還金３５８万２,０００円の増。これは、平成２１年度に

交付されました療養給付費等負担金などの確定によります、超過交付分を返還金として増

額するものでございます。

次に、７ページの歳入に入ります。

２の歳入です。

１款国民健康保険税、１項１目一般被保険者国民健康保険税、２７７万２,０００円の

増。２目退職被保険者等国民健康保険税、２５０万７,０００円の増。いずれも本年度の

収納状況から試算いたしまして、それぞれ増減するものでございます。

８ページです。

２款国庫支出金、１項１目療養給付費等負担金、４２５万２,０００円の減。本年度の

負担金の確定見込みによる、減額するものでございます。

２目高額医療費共同事業負担金、７０万８,０００円の減。これは、歳出の拠出金額の

決定から試算したものでございます。３目特定健康審査等負担金、１８１万８,０００円

の増。負担金の確定見込みにより増額するものでございます。

２項３目出産育児一時金補助金、２６万円の減。出生数の減少見込みによる減額でござ

います。

３款療養給付費等交付金、１項１目療養給付費等交付金、８７４万５,０００円の増。

これは、１期から９期分まで既に交付されておりますので、その実績から残り３期分の交

付見込みを試算して増額するものでございます。

９ページです。

５款道支出金、１項１目高額医療費共同事業負担金、７０万８,０００円の減。歳出の

拠出金額の決定から試算したものでございます。２目特定健康審査等負担金、１８１万

８,０００円の増。負担金確定見込みにより増額するものでございます。

６款共同事業交付金、１項１目高額医療費共同事業交付金、２８８万３,０００円の

減。２目保険財政共同安定化事業交付金、８０１万８,０００円の減。いずれも交付金の

確定による減額でございます。

次に１０ページをお開き願います。

７款繰入金、１項１目一般会計繰入金、９８万３,０００円の増。これにつきまして

は、各種繰入金の精査、試算によりますそれぞれの繰り入れ増減と、冒頭に申し上げまし

た本補正予算で見込まれる財源不足額１,２５７万６,０００円を国保財政健全化繰り入れ

として、その他、一般会計繰入金の中に計上しているものでございます。

８款繰越金、１項１目その他繰越金、１９５万２,０００円の増。前年度決算の剰余金

の繰越金でございます。

１１ページです。

９款諸収入、１項１目一般被保険者延滞金、３８万７,０００円の増。国保税の延滞金

でございます。

３目一般被保険者加算金、７,０００円の増。４目退職被保険者等加算金、２万５,００
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０円の増。これは、いずれも国が実施いたしました保健医療機関に対する監査において、

診療報酬に不正が発見されまして、法に基づいて返還金の４０％を加算金として課すもの

でございます。

３項３目一般被保険者返納金、１００万６,０００円の増。４目退職被保険者等返納

金、７万円の増。これは、３目で申し上げました保険医療機関の返納金と社会保険期間中

に国民健康保険の使用誤りなどによります返納金でございます。

６目雑入、６万３,０００円の増。これは本目新設でございますが、７０歳から７４歳

の医療費の自己負担分が、本則２割負担を本年度も１割負担に継続されたことに伴いまし

て、療養費などの自己負担分の１割分を除く償還給付金を一たん、保険者が償還いたしま

して、後から指定公費として１割分を国から交付されるものでございます。

次に、１９ページをお開き願います。

補正予算給与費明細書です。

１、特別職。これは、国保の運営協議会委員でございます。下段の比較の欄で申し上げ

たいと思います。

職員数は、補正前と変更はありません。給与費の報酬で、１７万２,０００円の減。共

済費はありませんので、合計でも１７万２,０００円の減でございます。

以上で、議案第１２号の説明を終わります。

○議長（渡邊政 君） 議案第１２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

８番松 議員。

○８番（松 政勝君） 特定健診のことについてお伺いします。

歳出の１８ページでございますが、この節で委託料となって４３７万１,０００円、こ

ういう減額になっているのですけれども、これは委託している医療法人、そういうところ

とどういう関係で減額になるのかちょっと聞きたいのですが。

一応、町としてはことし４０歳から７４歳までの特定健診対象者といいますか、そうい

う方が何人いるよと、大体、別海町であると５,０００人前後になると思うのですが、そ

ういう人たちを対象に受けてもらうのだけれども、実際は少なかったということで、その

受ける医療、その特定健診してくれるお医者さんだとか、いろいろな器械を持ってきてや

るわけですけれども、それは受ける人数によって１人幾らとかという、そういうことで計

算されるのか、ちょっとお伺いいたします。

○議長（渡邊政 君） それでは、保健課長。

○保健課長（佐藤秀明君） お答えいたします。

今年度、目標受診率ということで５５％を見ておりまして、それぞれ委託業者、あるい

は個別に病院等と契約しております。

今のところ、３月までは個別健診であるのですけれども、２,３９５人の目標受診人数

に対しまして、１,７８１人ということで、かなり受診数が少ないわけです。それで委託

料、それぞれ支払いするのですけれども、それが最終的には剰余金として余るということ

で、今回、減額をしたものであります。

以上です。

○議長（渡邊政 君） 松 議員、よろしいですか。

ほかに御質問ございますか。
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５番瀧川議員。

○５番（瀧川榮子君） この間の説明のときにも、診療報酬の不正によるものというよう

なことだとか、きょうもお聞きしたのですけれども、１１ページのところで保険使用に誤

りがあったということの説明がありました。

前にもそういうことがどこかであって、別海町とはまた違うところだったのですという

ようなことだったのですけれども、この保険使用の誤りというのは、どういうところで

あったのか、少しお聞きしたいと思います。

○議長（渡邊政 君） 町民課長。

○町民課長（斎藤英彦君） お答えいたします。

一般被保険者返納金、退職被保険者等返納金の診療報酬の不正につきましては、いずれ

も町外の医療機関でございまして、一般被保険者につきましては一医療機関で４件、それ

から退職被保険者等のほうでは一医療機関で１１件の国の監査による不正が発見されたと

いうことでございます。

○議長（渡邊政 君） 瀧川議員、よろしいですか。

ほかに質問ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） ないようですので、以上で、質疑を終わります。

これから、討論に入ります。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 討論を終わります。

これから、採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１２号は、原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────

◎日程第８ 議案第１３号

○議長（渡邊政 君） 日程第８ 議案第１３号平成２２年度別海町下水道事業特別会計

補正予算を議題といたします。

内容について説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（永野寛昭君） 議案第１３号平成２２年度別海町下水道事業特別会計補

正予算について、御説明いたします。

補正第２号の１ページをごらんください。

平成２２年度別海町下水道事業特別会計補正予算（第２号）。

平成２２年度別海町下水道事業特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,０６５万８,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ５億３,１２４万２,０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳
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出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第２条、債務負担行為の補正。

債務負担行為の廃止は、「第２表 債務負担行為補正」による。

第３条、地方債の補正。

地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。

３ページをごらんください。

第１表、歳入歳出予算補正。

歳入でございます。

１款分担金及び負担金、１２８万８,０００円の増。

２款使用料及び手数料、１項、２項合わせて６９万３,０００円の増。

４款財産収入、１項で６,０００円の減。

５款繰入金、１項、２項合わせて１,１２６万９,０００円の減。

６款繰越金、１項で３万６,０００円の増。

７款諸収入、１項で７０万円の減。

８款町債、１項で７０万円の減。

歳入合計で１,０６５万８,０００円減額し、５億３,１２４万２,０００円とするもので

あります。

４ページをごらんください。

歳出でございます。

１款総務費、１項で３０５万１,０００円の減。

２款下水道施設費、１項で２４８万５,０００円減。

３款集落排水施設費、１項、２項合わせて３５８万１,０００円の減。

４款公債費、１項で１２２万２,０００円の減。

５款給与費、１項で３１万９,０００円の減。

歳出合計で１,０６５万８,０００円を減額し、５億３,１２４万２,０００円とするもの

であります。

５ページをごらんください。

第２表、債務負担行為補正の廃止でございます。

平成２２年度水洗便所改造等資金融資による金融機関に対する損失補償及び別海町水洗

便所改造資金融資条例に基づく金融機関に対する負担、平成２２年度融資分。この２項目

について、借り入れる人がいなかったことによる廃止でございます。

６ページをごらんください。

第３表、地方債補正の変更でございます。

変更内容のみの御説明といたします。

起債の目的、特定環境保全公共下水道事業。限度額２,１２０万円を２,０７０万円に減

額。農業集落排水事業。限度額３４０万円を３２０万円に減額。合計で、補正前、限度額

２,４６０万円を、補正後限度額２,３９０万円とするものであります。

７ページの歳入歳出予算補正事項別明細書の１総括については、説明を省略させていた

だきます。

９ページをごらんください。

２歳入でございます。

１款１項１目下水道事業費分担金、１２８万８,０００円の増。決算見込額による増額
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であります。

２款１項１目使用料、６７万３,０００円の増。

２項１目手数料、２万円の増。いずれも決算見込みによる増額であります。

４款１項１目、６,０００円の減。利子確定による減額であります。

１０ページをごらんください。

５款１項１目繰入金、１,１２６万円の減。精査による減額であります。

２項１目基金繰入金、９,０００円の減。基金繰入金確定による減額であります。

６款１項１目繰越金、３万６,０００円の増。前年度繰越金の確定による増額でありま

す。

７款０項０目貸付金収入、７０万円の減。借り入れる人がいなかったことによる減額で

あります。科目については、廃項、廃目であります。

１１ページになります。

８款１項１目下水道施設債、５０万円の減。２目集落排水施設債、２０万円の減。いず

れも町債確定による減額であります。

１３ページをごらんください。

３歳出でございます。

１款１項１目一般管理費、２３４万６,０００円の減。精査及び執行残であります。

０目水洗化普及費、７０万円の減。借り入れる人がいなかったことによる減額でありま

す。科目については、廃目であります。

３目財産管理費、５,０００円の減。利息確定による減額であります。

１４ページのごらんください。

２款１項１目処理場費、１３１万９,０００円の減。

２目管渠維持費、７６万６,０００円の減。

３目施設整備費、４０万円の減。

１目から３目、いずれも精査及び執行残であります。

１５ページになります。

３款１項１目処理場費、６４万３,０００円の減。

３目施設整備費、９３万８,０００円の減。１目、３目いずれも精査及び執行残であり

ます。

２項１目処理場費、１７８万１,０００円の減。３目施設整備費、２１万９,０００円の

減。１目、３目、いずれも精査及び執行残であります。

１６ページをごらんください。

４款１項１目元金、１８７万１,０００円の増。２目利子、３０９万３,０００円の減。

町債特定による増減であります。

５款１項１目給与費、３１万９,０００円の減。精査による減額であります。

１７ページをごらんください。

補正予算給与費明細書でございます。

２一般職、１総括。下段の比較欄で御説明をいたします。

職員数は変更はございません。給与、５,０００円の減、職員手当２３万９,０００円の

減。共済費７万５,０００円の減、補正後、上段になります。２,４３３万６,０００円と

するものであります。

合計で２,４３３万６,０００円とするものであります。
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以下、１９ページまでは説明を省略させていただきます。

以上で、議案第１３号の内容説明を終わります。

○議長（渡邊政 君） 議案第１３号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） ないようですので、質疑を終わります。

これから、討論に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 討論終わります。

これから、採決いたします。

本案は、原案のとおり、決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１３号は、原案のとおり可決されました。

ここで、午後１時まで休憩をいたします。

午後 ０時００分 休憩

──────────────

午後 ０時５７分 再開

○議長（渡邊政 君） 午前中に引き続き、会議を再開いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第９ 議案第１４号

○議長（渡邊政 君） 日程第９ 議案第１４号平成２２年度別海町介護サービス事業特

別会計補正予算を議題といたします。

内容について説明を求めます。

老人保健施設すこやか事務長。

○老人保健施設すこやか事務長（清尾昌弘君） 議案第１４号の内容説明を申し上げま

す。

別冊の別海町介護サービス事業特別会計補正予算書の１ページをお開きください。

平成２２年度別海町介護サービス事業特別会計補正予算（第４号）。

平成２２年度別海町介護サービス事業特別会計の補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,２９０万円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ８億８,３６０万円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

次に、２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

歳入です。

１款介護サービス費、１項で補正額４４０万５,０００円の減。

２款使用料及び手数料、１項で５００万円の減。
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５款繰入金、１項で２９８万８,０００円の減。

７款諸収入、１項と２項で５０万７,０００円の減。

歳入合計で１,２９０万円を減額し、８億８,３６０万円とするものでございます。

歳出です。

１款介護サービス事業費、１項で１,２９０万円の減。

歳出合計で１,２９０万円を減額し、８億８,３６０万円とするものでございます。

次の歳入歳出予算補正事項別明細書の１総括については、説明を省略しまして、５ペー

ジの歳入から説明します。

歳入です。

款項の金額につきましては説明を省略しまして、目の金額を説明いたします。

１款介護サービス費、１項１目施設介護サービス費、６８０万円の減は、老人保健施設

入所者の減による補正です。

２目居宅介護サービス費、２３９万５,０００円の増は、老人保健施設の短期入所者の

増とデイサービスセンターの利用者の増による補正です。

２款使用料及び手数料、１項１目施設介護サービス使用料、４７０万円の減は、老人保

健施設入所者の減による補正です。

２目居宅介護サービス使用料、３０万円の減は、老人保健施設の通所サービス利用者の

減等による補正です。

次に、６ページをお開きください。

５款繰入金、１項１目繰入金、２９８万８,０００円の減は、歳出予算に対する歳入予

算超過分を減額補正するものです。

７款諸収入、１項１目介護サービス事業受託収入、４０万５,０００円の減は、在宅福

祉サービス事業受託収入減による補正です。

２項１目雑入、１０万２,０００円の減は、社会保険収入減による補正です。

次に、７ページをお開きください。

歳出です。

１款介護サービス事業費、１項１目老人保健施設費、４７１万８,０００円の減は、執

行残や支出見込みの精査による減額補正です。

次に、８ページをお開きください。

２目特別養護老人ホーム費、８０６万４,０００円の減は、事業費確定等による減額補

正です。

３目デイサービスセンター費、１１万８,０００円の減は、支出見込みの精査による減

額補正です。

以上で、議案第１４号の内容説明を終わります。

○議長（渡邊政 君） 議案第１４号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 質疑を終わります。

これから、討論に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 討論終わります。



─ 32 ─

これから、採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１４号は、原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────

◎日程第１０ 議案第１５号

○議長（渡邊政 君） 日程第１０ 議案第１５号平成２２年度別海町介護保険特別会計

補正予算を議題といたします。

内容について、説明を求めます。

福祉課参事。

○福祉課参事（清水純夫君） 議案第１５号の内容説明をいたします。

別冊の別海町介護保険特別会計補正予算書の１ページをお開きください。

平成２２年度別海町介護保険特別会計補正予算（第２号）。

平成２２年度別海町介護保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億４,１００万円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ８億６,６４０万円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

次に、３ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正であります。

まず、歳入です。

３款国庫支出金、１項で３,７２４万７,０００円の減。

４款支払基金交付金、１項で６,２２５万８,０００円の減。

５款道支出金、１項で２,３０９万７,０００円の減。

７款繰入金、１項で１,８４５万６,０００円の減。

９款諸収入、２項で５万８,０００円の増。

歳入合計で１億４,１００万円を減額し、８億６,６４０万円とするものです。

次に、４ページをお開きください。

歳出です。

１款総務費、１項から３項で９５万円の減。

２款保険給付費、１項で１億４,００５万円の減。

歳出合計で１億４,１００万円を減額し、８億６,６４０万円とするものです。

次の、事項別明細書の１総括については、説明を省略しまして、７ページの歳入から説

明をいたします。

款項の金額につきましては、省略しまして、目の金額で説明をいたします。

３款国庫支出金、１項１目介護給付費負担金、３,７２４万７,０００円の減。

４款支払基金交付金、１項１目介護給付費交付金、６,２２５万８,０００円の減。いず

れも介護給付費の減によるものです。

８ページをお開きください。
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５款道支出金、１項１目介護給付費負担金、２,３０９万７,０００円の減。介護給付費

の減によるものです。

７款繰入金、１項１目一般会計繰入金、１,８４５万６,０００円の減。介護給付費の減

と歳出の総務費の減額によるものです。

９ページをお開きください。

９款諸収入、２項、１目雑入、５万８,０００円の増。社会保険料の増額によるもので

す。

次に、１１ページをお開きください。

歳出です。

１款総務費、１項１目一般管理費、２７万円の減。

２目地域支援事業事務費、７万円の減。

２項１目賦課徴収費、９万８,０００円の減。

３項１目介護認定審査会費、５９万７,０００円の減。いずれも執行残の精査によるも

のです。

１２ページをお開きください。

２目認定調査費、８万５,０００円の増。社会保険料の率の変更によるものです。

２款保険給付費、１項１目介護サービス費、１億４,０００万円の減。前３年間と、２

２年度１２月までの介護給付費を見まして、今後の支出見込みを推計し、減額するもので

す。

２目予防サービス費５万円の減。執行残の精査によるものです。

以上で、議案第１５号の内容説明を終わります。

○議長（渡邊政 君） 議案第１５号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

１１番中村議員。

○１１番（中村忠士君） 介護サービス費の大幅な減ということでなっていますけれど

も、それぞれ居宅介護についても施設介護、あるいは地域密着型介護、それぞれサービス

の給付費がそれぞれ大きく減になっています。

ここら辺の理由、原因についてお伺いします。

○議長（渡邊政 君） 福祉課参事。

○福祉課参事（清水純夫君） お答えをいたします。

介護サービス給付費につきましては、居宅の部分ではそれほど１,０００万円の減とい

うことで、多めにといいましょうか、何かのときのために持っているもので、比較的変化

はなかったのですが、施設サービス費のほうで現在の状況で３年間と比べまして１００人

前後の入所者が少なかったということと、延べ人数になりますけれども、その部分で大幅

な減ということです。

あとは、地域密着型サービスにつきましては、４月からの開設ということで予算を組ん

でおりましたが、１０月からの開設ということでの減額となっております。

以上です。

○議長（渡邊政 君） 中村議員、よろしいですか。

中村議員。

○１１番（中村忠士君） この予定よりも施設介護については、述べで１００人ほどの
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減、見込みより減という状況になっているということで、そこら辺の理由についてはどう

でしょうか。

○議長（渡邊政 君） 福祉課参事。

○福祉課参事（清水純夫君） お答えをいたします。

特別養護老人ホームの場合、一度、入院されますと３カ月間はそのところはあけておか

なければいけないということで、あく部分が、その入れかわりの部分でのことしは多かっ

たということになります。

以上です。

○議長（渡邊政 君） 中村議員、よろしいですか。

ほかに御質問ございますか。

５番瀧川議員。

○５番（瀧川榮子君） 今の質問と関連して質問いたします。

特別養護老人ホームの場合、入院したら３カ月ベット、入院したままであれば３カ月間

ベットをあけておかなければならないということあるのですけれども、３カ月間、入院し

たまま期間が切れてしまう方がどれほどいらっしゃるのかということと、それから入院し

たときに、入院して１カ月ぐらいたって、この方はちょっと退院はできないのではないか

というようなときに、少し早めに特別養護老人ホームを退所していただいて、再度、これ

は特別養護老人ホームに帰れるよというときには改めて優先的に特別養護老人ホームに入

所できるということをしていたと思うのですけれども、そのことについては生きています

でしょうか。

それと、そのときのドクターとの職員との連携というのですか、病院に入院していると

きに退所、切るかどうかということを特別養護老人ホームを退所してもらうかどうかとい

うのを、切るということですね、そのことについてはどんなふうになっているでしょう

か。

○議長（渡邊政 君） 瀧川議員のせっかくの質問なのですが、ちょっと特養の件につい

ては、既に先ほど説明終わりまして、今、ここにいないのです。

ちょっと、介護サービスの部分は先ほど終わりましたので、特養の部分ですね、ちょっ

と係がもう退座していないのです。それで、介護保険の部分についてはできますけれど

も。

瀧川議員から関連質問で受けたのですが、瀧川さんの今の質問のおおむねの内容は介護

サービスの特養の部分なのです。それでちょっと、こちらの係ではお答えしにくいと、で

きないというので、できればここでなくて違う機会で質問を受けさせていただければよろ

しいのですが。

○５番（瀧川榮子君） 再度、質問したいと思います。

○議長（渡邊政 君） それでは、ほかに御質問ございませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） ないようですので、以上で、質疑を終わります。

これから、討論に入ります。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 討論を終わります。

これから、採決いたします。
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本案は、原案のとおり、決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１５号は、原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────

◎日程第１１ 議案第１６号

○議長（渡邊政 君） 日程第１１ 議案第１６号平成２２年度別海町後期高齢者医療特

別会計補正予算を議題といたします。

内容について説明を求めます。

町民課長。

○町民課長（斎藤英彦君） 議案第１６号の内容説明をいたします。

別冊の別海町後期高齢者医療特別会計補正予算書、１ページをお開き願います。

平成２２年度別海町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。

平成２２年度別海町後期高齢者医療特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２００万５,０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億２,７９９万５,０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

３ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算補正。

まず、歳入です。

１款後期高齢者医療保険料、１項で６９万２,０００円の減。

２款広域連合支出金、１項で１７万円の増。

３款繰入金、１項で２２４万８,０００円の減。

４款繰越金、１項で７６万５,０００円の増。

歳入合計で２００万５,０００円を減額し、１億２,７９９万５,０００円とするもので

ございます。

次に、歳出です。

１款総務費、１項と２項で３１万６,０００円の減。

２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項で１６８万９,０００円の減。

歳出合計で２００万５,０００円を減額し、１億２,７９９万５,０００円とするもので

ございます。

次の事項別明細書、１の総括は省略させていただきまして、７ページの歳入から説明い

たします。

７ページをお開き願います。

２の歳入です。

款項の金額につきましては省略し、目の金額で申し上げたいと思います。

１款後期高齢者医療保険料、１項１目特別徴収保険料、１０８万円の減。２目普通徴収

保険料、３８万８,０００円の増。後期高齢者医療保険料につきましては、いずれも本年

１月末現在の調定額をもとに、それぞれ増減するものでございます。
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２款広域連合支出金。１項１目高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金、本款新設でご

ざいますが１７万円の増。これにつきましては、市町村が実施する制度の周知等の広報事

業に対する交付金で、市町村の経費的負担を軽減し、後期高齢者医療制度の円滑な運営に

資することを目的に特例交付金として交付されるものでございます。

８ページです。

３款繰入金、１項１目一般会計繰入金、２２４万８,０００円の減。これは、広域連合

事務費負担金の確定に伴う繰入金１８万３,０００円の減と、町の事務費の執行残の精査

による繰入金１１０万７,０００円の減。それから保険基盤安定繰入金、９５万８,０００

円の減、これにつきましては保険料軽減の道負担分４分の３と町負担分４分の１の額の確

定による減額でございます。

４款繰越金、１項１目繰越金、７６万５,０００円の増。前年度決算の確定に伴う繰越

金でございます。

次に、９ページの歳出に入ります。

３歳出です。

１款総務費、１項１目一般管理費、６万１,０００円の減。これは、旅費需用費の執行

残の精査による減額と、歳入で申しました広報事業に係る経費が、臨時特例交付金の対象

となりましたので、広報紙掲載などに要した経費を一般会計繰出金として増額するもので

ございます。

２項１目徴収費、２５万５,０００円の減。執行残の精査によるものでございます。

１０ページです。

２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、１６８

万９,０００円の減、これは広域連合に納付するそれぞれの負担金の減額でございます

が、事務費負担金、保険基盤安定負担金については確定による減で、保険料の負担金につ

きましては見込みによる減額でございます。

以上で、議案第１６号の説明を終わります。

○議長（渡邊政 君） 議案第１６号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 質疑を終わります。

これから、討論に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 討論を終わります。

これから、採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１６号は、原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────

◎日程第１２ 議案第１７号

○議長（渡邊政 君） 日程第１２ 議案第１７号平成２２年度町立別海病院事業会計補

正予算を議題といたします。
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内容について説明を求めます。

病院事務課長。

○病院事務課長（佐藤一彦君） 議案第１７号町立別海病院事業会計補正予算について御

説明いたします。

別冊補正予算書、１ページをお開き願います。

平成２２年度町立別海病院事業会計補正予算（第４号）。

今回の補正は、町立別海病院建設事業執行に伴う事業費精査による補正です。

第１条、総則。

平成２２年度町立別海病院事業会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。

第２条、業務の予定量。

予算第２条の業務の予定量を、次のとおり改める。

４、主要な建設改良事業。

（１）町立別海病院整備事業、２７５万円減の計１１億４,２５８万５,０００円。

第３条、資本的収入及び支出。

予算第４条の資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する２,３３２万８,０００円は、過年度分損

益留保資金２,３３２万８,０００円で補てんするものとする。

１款１項企業債、１７０万円減で、６億８,５５０万円。

２項出資金、１１５万５,０００円減で、３,９１６万円。

３項補助金、１２４万８,０００円減で、５億７,２１６万７,０００円。

４項寄附金、２０万円の増の１２０万２,０００円。

次に、支出。

１款１項建設改良費、３７４万７,０００円減で、１２億５,８９８万５,０００円。１

款資本的支出合計で、１３億２,１３５万７,０００円。

続きまして、２ページをお開き願います。

第４条、継続費。

継続費の総額及び年割額を、次のとおり改める。

事業名、町立別海病院建設事業。平成２１年度２億１,９６０万円、２２年度１１億３,

８９３万２,０００円、２３年度８億６,２６１万１,０００円、合計で２２億２,１１４万

３,０００円。

続きまして、第５条企業債。

予算第５条の起債の限度額を、次のとおり改める。

町立別海病院整備事業。限度額、６億４,８８０万円を１７０万円減額の６億４,７１０

万円とし、合計で６億８,５５０万円とするものです。

なお、起債の方法、利率、償還の方法等は、補正前と同じです。

続きまして、７ページをお開き願います。

７ページ、平成２２年度町立別海病院事業会計補正予算実施計画の説明でございます。

資本的収入及び支出。

補正額と計を目で説明いたします。

１款１項１目企業債、１７０万円減、６億８,５５０万円。

２項１目他会計出資金、１１５万５,０００円減、３,９１６万円。
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３項１目補助金、１２４万８,０００円減、５億７,２１６万７,０００円。これにつき

ましては、防衛の施設周辺整備事業の補助金です。

４項１目寄附金、２０万円増の１２０万２,０００円。２０万円につきましては、一個

人から２０万円の寄附金を受けたものです。

続きまして、支出。

１款１項１目建物建築事業費、３７４万７,０００円減で、１１億４,１３６万８,００

０円。工事請負費、消耗品費、手数料、委託料等、それぞれ事業費精査により減額したも

のであります。

続きまして、４ページをお開き願います。

町立別海病院事業会計資金計画でございます。

補正予定額及び計で申し上げます。

受入資金、３９０万３,０００円減で、４６億４１６万９,０００円。

支払資金、３７４万７,０００円減の、４４億４,４６８万１,０００円。

差し引き、１５万６,０００円減の、計１億５,９４８万８,０００円。この金額が６

ページの事業予定貸借対照表の２の流動資産、１の現金預金の１億５,９４８万８,０００

円となります。

以上で、町立別海病院事業会計補正予算（補正第４号）の説明を終わります。

○議長（渡邊政 君） 議案第１７号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 質疑を終わります。

これから、討論に入ります。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） これから、採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１７号は、原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────

◎日程第１３ 議案第１８号

○議長（渡邊政 君） 日程第１３ 議案第１８号平成２２年度別海町水道事業会計補正

予算を議題といたします。

内容について説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（永野寛昭君） 議案第１８号平成２２年度別海町水道事業会計補正予算

について御説明いたします。

補正第３号の１ページをごらんください。

平成２２年度別海町水道事業会計補正予算（第３号）。

第１条、総則。

平成２２年度別海町水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。
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第２条、収益的収入及び支出。

予算第３条の収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収入でございます。

第１款水道事業収益は、第１項営業収益で４６２万６,０００円増。第２項営業外収益

で１６万６,０００円を減額し、７億６８２万９,０００円とするものであります。

支出でございます。

第１款水道事業費用は、第１項営業費用で２,２３５万８,０００円の減。第２項営業外

費用で２６６万５,０００円増。第３項特別損失で７万円を増額し、５億５６７万６,００

０円とするものであります。

第３条、資本的収入及び支出。

予算第４条の資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。（資本的収入額が

資本的支出額に対して不足する額３億４２０万円は、減債積立金１億３,１９８万８,００

０円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額８０７万６,０００円、過年度分

損益勘定留保資金１億６,４１３万６,０００円で補てんするものとする。）

収入でございます。

第１款資本的収入は、第１項工事負担金で２２９万３,０００円の減。

第２項固定資産売却代金で、３万２,０００円を増額し、７６３万９,０００円とするも

のであります。

支出でございます。

第１款資本的支出は、第１項建設改良費で２,９７７万３,０００円減額し、３億１,１

８３万９,０００円とするものであります。

２ページをごらんください。

第４条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

予算第６条に定めた経費の金額を次のように改める。

１、職員給与で１７３万９,０００円の減。

２、公債費で５万円を減額し、７,２８４万９,０００円に改めるものであります。

第５条、たな卸資産購入限度額。

たな卸資産の購入限度額「２,１０７万８,０００円」を「１,８５９万７,０００円」に

改める。

３ページ、４ページの平成２２年度別海町水道会計補正予算実施計画は説明を省略させ

ていただきます。

１０ページをごらんください。

平成２２年度別海町水道事業会計補正予算実施計画説明書でございます。

さきに款項目については説明させていただきましたので、目で御説明させていただきま

す。

収益的収入及び支出の収入でございます。

１款１項１目給水収益、７６８万円の増。決算見込による増額であります。

２目受託工事収益、３０５万４,０００円の減。工事確定による減額であります。

２項１目受取利息及び配当金、３０万９,０００円の減。２目負担金、１２万２,０００

円の増。３目雑収益、２万１,０００円の増。いずれも決算見込による増減であります。

１１ページをごらんください。

支出でございます。
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１款１項１目原水及び浄水費、５５万８,０００円の減。精査及び執行残であります。

２目配水及び給水費、４５９万円の減。精査及び執行残であります。

３目受託工事費、１,３６９万２,０００円の減。当初予定２カ所の移設工事が中止に

なったこと及び執行残であります。

４目総係費、７３万５,０００円の減。精査による減額であります。

５目減価償却費、９２万６,０００円の増。精査による増額であります。６目資産減耗

費、３７０万９,０００円の減。精査による減額であります。２項３目消費税及び地方消

費税、２６６万５,０００円の増。３項１目固定資産売却損、７万円の増。いずれも精査

による増額であります。

１２ページをごらんください。

資本的収入及び支出の収入でございます。

１款１項１目工事負担金、２２９万３,０００円の減。工事確定による減額でありま

す。

２項１目車両運搬具売却代金、３万２,０００円の増。確定による増額であります。

次に、支出でございます。

１款１項１目事務費、５８万９,０００円の減。精査による減額であります。

２目施設費、２,１９２万３,０００円の減。事業の精査及び計画の見直し並びに執行残

であります。

３目量水器設置費、３７４万５,０００円の減。４目固定資産購入費、３５１万６,００

０円の減。いずれも執行残でございます。

戻りまして、５ページをごらんください。

平成２２年度別海町水道事業会計資金計画であります。

受入資金は、２の営業収益で４５９万４,０００円の増。３の営業外収益で１６万６,０

００円の減。４の工事負担金で２２９万３,０００円の減。５の固定資産売却代金で３万

２,０００円の増。合わせまして、２１６万７,０００円を増額し、受入資金を３２億１,

５８８万８,０００円とするものであります。

次に、支払資金。

１の営業費用で、１,９５７万５,０００円の減。２の営業外費用で４,０００円の増。

３の建設改良費で２,９７７万３,０００円の減。合わせまして、４,９３４万４,０００円

を減額し、支払資金を６億２,７５４万９,０００円とするものであります。

差し引きで、５,１５１万１,０００円を増額し、２５億８,８３３万９,０００円とする

ものであります。この金額が、年度末の現金預金の予定額でございます。

６ページをごらんください。

補正予算給与費明細書でございます。

１総括。下段の比較の合計欄で説明をいたします。

職員数、給与、法定福利費は変動がございません。給与費手当で１７３万９,０００円

を減額し、上段になります補正後の合計額を７,２８４万９,０００円とするものでありま

す。

以下、７ページまでは説明を省略させていただきます。後ほどごらんいただきたいと思

います。

８ページをごらんください。

平成２２年度別海町水道事業予定損益計算書でございます。
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最下段をごらんください。当年度純利益が１億９,３００万７,０００円となる予定でご

ざいます。

９ページの平成２２年度別海町水道事業予定貸借対照表については、説明を省略させて

いただきます。

以上で、議案第１８号の内容説明を終わります。

○議長（渡邊政 君） 議案第１８号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 質疑を終わります。

これから、討論に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 討論を終わります。

これから、採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１８号は、原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────

◎日程第１４ 議案第３号から日程第２１ 議案第１０号まで

○議長（渡邊政 君） 日程第１４ 議案第３号平成２３年度別海町一般会計予算、日程

第１５ 議案第４号平成２３年度別海町国民健康保険特別会計予算、日程第１６ 議案第

５号平成２３年度別海町下水道事業特別会計予算、日程第１７ 議案第６号平成２３年度

別海町介護サービス事業特別会計予算、日程第１８ 議案第７号平成２３年度別海町介護

保険特別会計予算、日程第１９ 議案第８号平成２３年度別海町後期高齢者医療特別会計

予算、日程第２０ 議案第９号平成２３年度町立別海病院事業会計予算、日程第２１ 議

案第１０号平成２３年度別海町水道事業会計予算の８件については、一括議題といたしま

す。

内容について順次説明を求めますが、ここで説明者に申し上げます。

この８件の新年度予算については、予算審査特別委員会を設置し詳細な審査をいたした

いと考えておりますので、内容については要点のみにとどめて説明をお願いいたしたいと

思います。

それでは、議案第３号平成２３年度別海町一般会計予算の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（小守 正君） 議案第３号の内容説明を申し上げます。

別冊の平成２３年度別海町一般会計予算書の１ページをお開きください。

議案第３号平成２３年度別海町一般会計予算。

平成２３年度別海町一般会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４４億１,３００万円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。
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第２条、地方債。

地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。

第３条、一時借入金。

地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、４０

億円と定める。

次に、２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算。

まず、歳入でございます。款の金額で申し上げます。

１款町税、５項で、２０億２,１８９万１,０００円。

２款地方譲与税、２項で、４億１,２００万円。

３款利子割交付金、１項で、５２０万円。

４款配当割交付金、１項で、８０万円。

５款株式等譲渡所得割交付金、１項で、６０万円。

６款地方消費税交付金、１項で、１億５,８００万円。

７款自動車取得税交付金、１項で、７,２００万円。

８款国有提供施設等所在市町村助成交付金、１項で、４,４９２万２,０００円。

９款地方特例交付金、１項で、４,６９０万円。

１０款地方交付税、１項で、６８億３,０００万円。

１１款交通安全対策特別交付金、１項で、５３０万４,０００円。

１２款分担金及び負担金、２項で、４億３,０６１万５,０００円。

１３款使用料及び手数料、３項で、３億５,６５７万７,０００円。

１４款国庫支出金、３項で、９億６,５４１万１,０００円。

１５款道支出金、３項で、１２億２,０３１万８,０００円。

１６款財産収入、２項で、５,２７９万２,０００円。

１７款寄附金１項で、１０万円。

１８款繰入金、１項で、１億５,９０３万円。

１９款繰越金、１項で、１,０００万円。

次に、４ページでございます。

２０款諸収入、５項で、４億６,１６４万円。

２１款町債、１項で、１１億５,８９０万円。

歳入合計で、１４４億１,３００万円とするものでございます。

次に、５ページをお開きください。

歳出です。

１款議会費、１項で、１億８８９万円。

２款総務費、６項で、９億９,６６４万８,０００円。

３款民生費、２項で、２１億９５１万９,０００円。

４款衛生費、２項で、１４億５,３０７万１,０００円。

５款労働費、１項で、２,１０３万１,０００円。

６款農林水産業費、４項で、２５億５,０９８万２,０００円。

７款商工費１項で、１億４,３８４万５,０００円。

８款土木費、５項で、１３億６,９０１万９,０００円。
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次、６ページになります。

９款消防費、１項で、５億１,７５７万７,０００円。

１０款教育費、６項で、９億９,３８２万１,０００円。

１１款災害復旧費、２項で、１１万５,０００円。

１２款公債費、１項で、１９億３,０９８万９,０００円。

１３款給与費、１項で、２１億８,７４９万３,０００円。

１４款予備費、１項で、３,０００万円。

歳出合計で、１４４億１,３００万円とするものでございます。

次に、７ページをお開きください。

第２表、地方債です。

起債の目的は、中春別へき地保育園改築事業、こちらの事業から次のページ、８ページ

のスクールバス購入事業までの２６事業と、臨時財政対策債１件で、限度額の合計は８

ページにわたりますが、１１億５,８９０万円でございます。

８ページをお開きください。

起債の方法でございますが、普通貸借または証券発行。利率は３％以内。ただし、利率

見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直

し後の利率。償還の方法につきましては、公的資金についてはその融資条件により、その

他の場合にはその債権者と協定する。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限

を短縮し、または繰り上げ償還、もしくは低利に借りかえすることができるというもので

ございます。

次に歳入歳出事項別明細書の説明は省略させていただきまして、２３９ページの給与費

明細書の説明を申し上げたいと思います。なお、本年度の予算書から、３９ページ以降、

こちらの歳出の説明欄を事務事業ごとに表示しておりますので、御確認をいただきたいと

思います。

それでは、２３９ページをお開きください。

こちらが給与費明細書となります。

初めに、１の特別職で、比較の欄で申し上げます。表の右下の比較の欄でございます。

その他の特別職で１２４名の増。給与費の報酬で４４７万５,０００円の減。期末手当

では長等で３１万６,０００円の減。議員で８６万１,０００円の減。計で１１７万７,０

００円の減となります。共済費では、長等で５６万９,０００円の増。議員で２,９５４万

円の増。計で３,０１１万８,０００円の増額となります。合計になりますが、長等で２５

万３,０００円の増。議員で２,８６８万８,０００円の増。その他の特別職で４４７万５,

０００円の減。合計では２,４４６万６,０００円の増となるものでございます。

２４０ページをお開きください。

こちらは２の一般職となります。

１総括の職員数は、前年度と比較いたしまして８名減。給与費の給与は４,９００万円

の減。職員手当は、３,４８８万円の減。計では、８,３８８万円の減となります。共済費

では、９,１７８万円の減。合計でも、前年度と比較いたしまして、１億７,５６６万円減

額となるものでございます。

以下、職員手当の内訳、あるいは２４１ページの給料及び職員手当の増減額の明細のほ

か、この後、２４２ページから２４５ページまでの内容説明は、省略をさせていただきた

いと思います。
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次に、２４６ページをお開きください。

こちらは債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額、

または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書となります。

北海道市町村職員共済組合投資住宅賃貸料、平成１３年度議決分、以下、全部で２５５

ページまでありますが、７７件ございます。合計で申し上げますので、ページをめくって

いただきまして２５５ページをお開きください。

２５５ページ、一番下の段になります。債務負担行為の合計で限度額は、４２億２,０

０４万８,０００円、前年度末までの支出見込額につきましては１３億３,４３２万４,０

００円、当該年度以降の支出予定額は１４億７,１８０万４,０００円。なお、上段の括弧

の数字につきましては、本年度の支出予算額となります。支出予定額の財源内訳は、国、

道支出金が３億３,４０８万円、その他が６２０万６,０００円、一般財源が１１億３,１

５１万８,０００円というものでございます。

次に、２５６ページをお開きください。

こちらは、地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における

現在高の見込みに関する調書でございます。

区分１の一般公共事業債から１６のその他まで、こちらの合計で前々年度末現在高、平

成２１年度末でございますが、１６９億１,５６０万３,０００円。前年度末が、１６５億

７２３万７,０００円、平成２３年度中の増減見込み額のうち、平成２３年度中起債見込

み額が１１億５,８９０万円で、平成２３年度中、元金償還見込み額が１６億６,６３０万

８,０００円、差し引きの平成２３年度末現在高、こちらにつきましては１５９億９,９８

２万９,０００円となる見込みとなっております。

この地方債の現在高につきましては、平成１３年度の２００億円をピークに、年々減少

しております。今後も、この表の区分の１３にありますが臨時財政対策債、こちらを除く

地方債の発行を年間約７億から８億円程度に抑制しながら、健全な財政運営に努めてまい

りたいと考えております。

以上で、議案第３号の内容説明を終わります。

○議長（渡邊政 君） ここで、１０分間、休憩を挟みます。

午後 １時５８分 休憩

──────────────

午後 ２時１０分 再開

○議長（渡邊政 君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

次に、議案第４号平成２３年度別海町国民健康保険特別会計予算、議案第６号平成２３

年度別海町介護サービス事業特別会計予算、議案第７号平成２３年度別海町介護保険特別

会計予算、議案第８号平成２３年度別海町後期高齢者医療特別会計予算の４件について、

順次説明を求めます。

それでは、福祉部長。

○福祉部長（田村秀男君） 議案第４号平成２３年度別海町国民健康保険特別会計予算の

内容説明を申し上げます。

別冊の予算書をごらん願います。

本予算は例年のとおり、医療費、あるいは課税所得の不確定、さらに制度上の各種支援

金、拠出金、納付金の確定が４月になることから、６月の２定での肉づけをする骨格予算

となっております。
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それでは１ページをごらんください。

平成２３年度別海町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入支出予算でございます。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２３億３,９００万円と定める。

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

第２条、一時借入金。

地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は５,０

００万円と定める。

第３条、歳出予算の流用。

地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流

用することができる場合は、次のとおりと定める。

１号、保険給付費に計上した負担金補助及び交付金に係る予算に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

次、２ページをお開きください。

先に、３ページの歳出から御説明いたします。

歳出です。

１款総務費、２,２４４万９,０００円。

２款保険給付費、１４億１,８５６万５,０００円。

３款後期高齢者支援金等、３億５,１９３万９,０００円。

４款前期高齢者納付金等、１０２万３,０００円。

５款老人保健拠出金、２万円。

６款介護納付金、１億６,８４８万２,０００円。

７款共同事業拠出金、３億５,２６９万３,０００円。

８款保健事業費、２,１４７万４,０００円。

次、４ページに移ります。

９款諸支出金、１３５万５,０００円。

１０款予備費、１００万円。

歳出合計で２３億３,９００万円とするものであります。

次、２ページにお戻り願います。

歳入です。

１款国民健康保険税、９億１,９２１万８,０００円。

２款国庫支出金、６億４,３６４万３,０００円。

３款療養給付費等交付金、４,４３２万２,０００円。

４款前期高齢者交付金、８,６００万６,０００円。

５款道支出金、１億３,２９６万４,０００円。

６款共同事業交付金、３億１,１２０万円。

７款繰入金、１億３,０１５万８,０００円。

８款繰越金、１万円。

９款諸収入、７,１４７万９,０００円。

歳入合計で２３億３,９００万円とするものでございます。

次の事項別明細書等の説明は、省略させていただきまして、２５ページをお開き願いま
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す。

給与費明細書でございます。

１の特別職。これは、国民健康保険運営協議会委員に係るものですが、下段の比較の欄

で説明いたします。

職員数でございますけれども、７人は前年と変わりはありません。それから、給与費に

つきましても前年同様でございます。

以上で、平成２３年度別海町国民健康保険特別会計予算の説明といたします。

続きまして、議案第６号平成２３年度別海町介護サービス事業特別会計予算の内容説明

を申し上げます。

別冊の予算書の１ページをごらん願います。

平成２３年度別海町介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８億９,８２０万円と定める。

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算です。

款のみで説明させていただきます。

まず、歳入です。

１款介護サービス費、４億７,４３２万円。

２款使用料及び手数料、９,４６５万４,０００円。

３款財産収入、８３万２,０００円。

４款繰入金、３億１,４６０万円。

５款繰越金、１万円。

６款諸収入、１,３７８万４,０００円。

歳入合計で、８億９,８２０万円とするものでございます。

次に、３ページの歳出です。

１款介護サービス事業費、３億６,８２１万２,０００円。

２款公債費、６,８６２万７,０００円。

３款給与費、４億５,８３６万１,０００円。

４款予備費、３００万円。

歳出合計で、８億９,８２０万円とするものでございます。

次の事項別明細書等の説明は省略をさせていただきまして、２５ページをお開きくださ

い。

給与費明細書でございます。

１の一般職、（１）の総括です。表の下段の比較の欄で御説明いたします。

職員数は１名の増でございます。特別養護老人ホームの看護師１名の増によるものでご

ざいます。それから、給与費の給料で５３９万４,０００円の増、職員手当で５７３万２,

０００円の減、それから給与費の計では３３万８,０００円の減となります。共済費で４

２６万７,０００円の増。合計で、３９２万９,０００円の増となるものでございます。

職員の手当の内訳につきまして、以下は説明を省略させていただきます。

次に、３１ページをお開きください。
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地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見

込みに関する調書です。

合計欄で申し上げます。なお、区分欄の病院事業でございますけれども、この内容は老

人保健施設、それから訪問看護ステーション及び医療技術職員住宅の建設にかかわるもの

でございます。

その次の、厚生福祉施設整備事業でございますけれども、これはデイサービスセンター

の建設に係る分でございます。

それでは、前々年度末現在高、これは平成２１年度末の現在高でございますけれども、

８億８,１４６万２,０００円。前年度末現在高見込額、これは平成２２年度末の現在高の

見込み額でございますけれども、８億３,１６６万３,０００円。当該年度中の増減見込み

でございますけれども、当該年度中の起債見込みはございません。それから、当該年度中

の元金の償還見込みでございますけれども、これは平成２３年度中でございますが、５,

１０３万５,０００円となってございます。

一番右側の当該年度末現在高の見込額、これは平成２３年度末になりますけれども、７

億８,０６２万８,０００円となるものでございます。

以上で、平成２３年度別海町介護サービス事業特別会計予算の説明とさせていだだきま

す。

続きまして、議案第７号平成２３年度別海町介護保険特別会計予算の内容説明を申し上

げます。

別冊の予算書、１ページをごらんください。

平成２３年度別海町介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９億６,２１０万円と定める。

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

次に、３ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算でございます。

款のみで説明させていただきます。

歳入。

１款保険料、１億５,０５６万５,０００円。

２款分担金及び負担金、２３万８,０００円。

３款国庫支出金、２億２,７５０万７,０００円。

４款支払基金交付金、２億７,８０７万８,０００円。

５款道支出金、１億３,９０５万５,０００円。

６款財産収入、２万５,０００円。

７款繰入金、１億６,５６５万５,０００円。

８款繰越金、１万円。

９款諸収入、９６万７,０００円。

歳入合計で、９億６,２１０万円とするものであります。

次に、４ページをお開きください。

歳出です。

１款総務費、１,８０５万３,０００円。
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２款保険給付費、９億２,３２３万６,０００円。

３款地域支援事業費、１,７３８万６,０００円。

４款基金積立金、２万５,０００円。

５款諸支出金、４０万円。

６款予備費、３００万円。

歳出合計で、９億６,２１０万円とするものでございます。

次の事項別明細書等の説明は、省略させていただきまして、２３ページをお開き願いま

す。

給与費明細書でございます。

１の特別職。これは、介護認定審査会の委員と高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計

画策定委員会委員にかかわるものでございますが、下段の比較の欄で御説明いたします。

特別職で職員１０名の増となっておりますけれども、これは本年度、新たに第５期の介

護保険事業計画を策定する委員１０名分の増でございます。また、給与費の報酬３６万

５,０００円の増につきましても、同様、第５期の介護保険事業計画策定委員の分でござ

います。

以上で、平成２３年度別海町介護保険特別会計予算の内容説明とさせていただきます。

続きまして、議案第８号平成２３年度別海町後期高齢者医療特別会計予算の内容説明を

申し上げます。

まず１ページでございます。

平成２３年度別海町後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億３,２７０万円と定める。

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

３ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算でございます。

款のみで説明させていただきます。

１款後期高齢者医療保険料、８,９２３万８,０００円。

２款繰入金、４,２９４万１,０００円。

３款繰越金、１,０００円。

４款諸収入、５２万円。

歳入合計で、１億３,２７０万円とするものでございます。

次に、４ページをお開きください。

歳出です。

１款総務費、１９０万３,０００円。

２款後期高齢者医療広域連合納付金、１億２,７２８万７,０００円。

３款諸支出金、５１万円。

４款予備費、３００万円。

歳出合計で、１億３,２７０円とするものでございます。

次の事項別明細書等の説明は、省略させていただきます。

以上で、平成２３年度別海町後期高齢者医療特別会計の内容説明とさせていただきま

す。
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○議長（渡邊政 君） 次に、議案第５号平成２３年度別海町下水道事業特別会計予算、

議案第１０号平成２３年度別海町水道事業会計予算の２件について、順次説明を求めま

す。

建設水道部長。

○建設水道部長（田中忠敏君） それでは、議案第５号平成２３年度別海町下水道事業特

別会計予算について御説明いたします。

お手元の予算書の１ページをお開き願います。

平成２３年度別海町下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５億５,８４０万円と定める。

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

第２条、債務負担行為。

地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期

間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

第３条、地方債。

地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。

３ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算です。

項の金額を省略して、款の金額で申し上げます。

歳入。

１款分担金及び負担金、１項で５４７万５,０００円。

２款使用料及び手数料、１項と２項で１億５,１３５万２,０００円。

３款国庫支出金、１項で３,８６０万円。

４款繰入金、１項で３億２,７９６万６,０００円。

５款繰越金、１項で１万円。

６款諸収入、１項と２項で２４９万７,０００円。

７款町債、１項で３,２５０万円。

歳入合計で、５億５,８４０万円とするものです。

４ページをお開き願います。

歳出です。

１款総務費、１項で１,５５６万９,０００円。

２款下水道施設費、１項で１億４,８８６万４,０００円。

３款集落排水施設費、１項と２項で５,５０４万４,０００円。

４款公債費、１項で３億１,１２５万円。

５款給与費、１項で２,４６７万３,０００円。

６款予備費、１項で３００万円。

歳出合計で、５億５,８４０万円とするものです。

５ページです。

第２表、債務負担行為です。

事項として、平成２３年度水洗便所改造等資金融資による金融機関に対する損失補償。



─ 50 ─

これは貸出資金を返済できないケースが出た場合に、その損失を補償するものです。期間

は平成２３年度から平成２８年度までで、限度額は２１０万円です。

別海町水洗便所改造資金融資条例に基づく金融機関に対する負担、これは平成２３年度

融資分に対する利子補給でございます。期間は平成２４年度から平成２８年度まで、限度

額は１万円でございます。

６ページをお開き願います。

第３表、地方債です。

起債の目的ですけれども、特定環境保全公共下水道事業。限度額が３,２５０万円。起

債の方法は普通貸借でございます。利率は３％以内。ただし、利率見直し方式で借り入れ

る公的資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率。償還の方

法は、公的資金については、その融資条件により、その他の場合にはその債権者と協定す

る。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰り上げ償還も

しくは低利に借りかえすることができるとするものです。

次の、歳入歳出予算の事項別明細書等については省略をいたしまして、２５ページをお

開き願います。

給与費明細書です。

１一般職。(1)総括。区分欄の比較で申し上げます。

職員数については増減はございません。給与費の給料、６万１,０００円の増。職員手

当で２０万９,０００円の減。給与費計で１４万８,０００円の減。共済費で１６万６,０

００円の増。合計で、本年度１万８,０００円増の２,４６７万３,０００円の予定でござ

います。

次の職員手当の内訳等については、省略をさせていただきます。

２９ページをお開き願います。

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見

込みに関する調書でございます。

下水道事業一般分と臨時財政特例債等の合計で申し上げます。

前々年度末現在高、平成２１年度末でになります。２８億３,０５７万２,０００円。前

年度末現在高見込額、これは平成２２年度末です。２６億４９６万円。当該年度中、平成

２３年度中ですけれども、増減見込み額で当該年度中起債見込額が３,２５０万円。当該

年度中元金償還見込額が２億４,５２１万８,０００円。当該年度末現在高見込額が２３億

９,２２４万２,０００円の予定でございます。

以上で、議案第５号の説明を終わります。

引き続き、議案第１０号平成２３年度別海町水道事業会計予算について御説明いたしま

す。

お手元の予算書１ページをお開き願います。

平成２３年度別海町水道事業会計予算です。

第１条、総則。

平成２３年度別海町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量。

業務の予定量を、次のとおりとする。

１、給水件数７,０７７件、２、年間総給水量５２９万２,４３２立方メートル、３、１

日平均給水量１万４,５００立方メートル。
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第３条、収益的収入及び支出。

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入。

第１款水道事業収益、１項と２項を合わせまして、７億７３３万５,０００円。

支出。

第１款水道事業費用、第１項から第３項まで合わせまして、５億３,１１２万４,０００

円。

第４条、資本的収入及び支出。

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額

に対して不足する額３億５６３万５,０００円は、減債積立金１億３,０２５万円、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額８６７万７,０００円、過年度分損益勘定留保

資金１億６,６７０万８,０００円で補てんするものとする。）

収入です。

第１款資本的収入、第１項で１,７６１万円。

支出。

第１款資本的支出、第１項と第２項合わせまして、３億２,３２４万５,０００円。

２ページをお開きください。

第５条、一時借入金。

一時借入金の限度額は、５,０００万円と定める。

第６条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

次に掲げる経費は、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外

の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1)職員給与費７,４８０万４,０００円、(2)交際費５万円。

第７条、たな卸資産購入限度額。

たな卸資産購入限度額は、１,８２５万６,０００円と定める。

３ページ、４ページの計画については、説明を省略をいただきまして、５ページをお開

きください。

平成２３年度別海町水道事業会計資金計画です。

受入資金、支払資金の差引金額で申し上げます。

前年度、平成２２年度ですけれども、決算見込額で２５億８,８３３万９,０００円。当

年度予定額が２６億７,９９５万３,０００円。増減で９,１６１万４,０００円の増となる

予定でございます。

６ページをお開きください。

給与費明細書です。

１総括。比較の合計で申し上げます。

職員数、一般職１名の減。給与費、給料で４０３万円の減。手当で２２７万１,０００

円の減。合わせまして６３０万１,０００円の減となります。法定福利費で１９５万５,０

００円の減。合計で、本年度８２５万６,０００円減の７,４８０万４,０００円の予定で

ございます。

以下の明細については、説明を省略いただきまして、以上で、議案第１０号の内容説明

を終わります。

○議長（渡邊政 君） 次に、議案第９号平成２３年度町立別海病院事業会計予算の説明
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を求めます。

病院事務長。

○病院事務長（真籠 毅君） 議案第９号の内容説明をいたします。

お手元の町立別海病院事業会計予算書の１ページをお開き願います。

平成２３年度町立別海病院事業会計予算。

第１条、総則。

平成２３年度町立別海病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量。

業務の予定量は、次のとおりとする。

１、病床数９９床。

２、年間患者数９万４７８人。

３、１日平均患者数３４０人。

４、主要な建設改良事業。１、町立別海病院整備事業、事業費が１０億３,０３１万６,

０００円。これは、新病院及び院外保育所の建設が主なものでございます。２の医療機械

器具購入事業でございます。事業費１億３,８５２万６,０００円。新病院に設置するリハ

ビリ用機器、手術台、無影灯が主なものでございます。

第３条、収益的収入及び支出。

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

まず、収入です。

第１款、第１項から第３項合わせまして、病院事業収益１８億１,４８３万４,０００円

とするものでございます。

支出。

第１款病院事業費用、第１項から第４項合わせまして、１８億８,９５９万３,０００円

とするものでございます。

次のページに参ります。

第４条、資本的収入及び支出。

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額３,９８７万６,０００円は、過年度分損益勘定留保資金３,９８７万６,

０００円で補てんするものとする。）

収入。

第１款資本的収入、第１項から第４項合わせまして、１１億８,９８１万３,０００円。

支出。

第１款資本的支出、１項２項合わせまして、１２億２,９６８万９,０００円。

第５条、企業債。

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

まず、起債の目的です。町立別海病院整備事業及び医療機械器具購入事業の２点でござ

います。限度額の合計は、７億７,０１０万円。起債の方法、利率、償還の方法は、いず

れも同じでございます。起債の方法、証書借り入れ。利率３.０％以内。償還の方法、借

入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰り上げ償還または低利に

借りかえることができる。

第６条、一時借入金です。

一時借入金の限度額は、９億１,０００万円と定める。
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第７条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、または

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

１、職員給与費、１２億１,１５２万１,０００円。２、交際費２００万円。

第８条、他会計からの補助金。

次に掲げる事由により、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定

める。

１、医師及び看護師等の研究研修に要する経費、３２０万６,０００円。

２、病院事業職員の基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費、１,８１０万４,００

０円。

３、病院事業職員の追加費用負担金に要する経費、２,０４５万４,０００円。

４、子ども手当に要する経費、５７８万４,０００円。

５、院内保育所に要する経費、１,０７５万７,０００円。

第９条、たな卸資産の購入限度額。

たな卸資産の購入限度額は、２億２,５７９万７,０００円と定める。

第１０条、重要な資産の取得。

重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種類、建物。名称、町立別海病院建設工事。数量、一式。

種類、機械備品。名称、電動ベッド購入ほか。数量、一式。

第１１条、予定支出の各項の経費の金額の流用。

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

決算により消費税及び地方消費税予算に不足が生じた場合、その充当のため項間の流用

ができるものとする。

次に、８ページをお開きください。

平成２３年度町立別海病院事業会計資金計画でございます。

上段になります。受入資金の当年度予定額は、４３億１,６４５万円。中段になります

が、支払基金の当年度予定額は４１億８,９３４万１,０００円。下段の差し引きでござい

ますが、１億２,７１０万９,０００円。これが、平成２４年３月末の現金預金の残高とな

る予定でございます。

次のページになります。

給与費明細書を説明いたします。

総括の比較の合計で申し上げます。

１総括。比較、職員数、一般職６名の増。この内訳でございますが、内科医１名、看護

師４名、助産師１名の増を見ております。給与費ですが、給料につきましては、２,６５

４万８,０００円の増、報酬賃金３,１８５万６,０００円の減。手当でございますが、１,

４１６万８,０００円の増。給与費の合計の比較では、８８６万円の増となります。次

に、法定福利費ですが、比較で１,３０５万２,０００円の増。合計で、本年度の比較の部

分ですが、２,１９１万２,０００円の増をとなりまして、本年度の合計額が１２億１,１

５２万１,０００円となるものでございます。

以下の説明は省略いたしまして、以上で、議案第９号の内容説明を終わります。

○議長（渡邊政 君） 以上で、議案第３号から議案第１０号までの平成２３年度別海町

各会計予算８件について、内容説明が終わりました。
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ここで、お諮りします。

平成２３年度別海町各会計予算の８件については、全員をもって構成する予算審査特別

委員会を設置して、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第３号から議案第１０号までの８件については、全員をもって構成す

る予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。

なお、特別委員会の名称は、平成２３年度別海町各会計予算審査特別委員会といたしま

す。

次に、委員長及び副委員長の選出については、さきの議会運営委員会において先例に基

づき候補者が選考されております。

お諮りいたします。

委員長及び副委員長の選出については、議会運営委員会での選考に基づき、委員長に１

３番池田幸雄議員、副委員長に８番松 政勝議員とすることに御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 御異議なしと認めます。

したがって、平成２３年度別海町各会計予算審査特別委員会の委員長に、１３番池田幸

雄議員、副委員長に８番松 政勝議員と決定いたしました。

お諮りいたします。

ただいま、全員による平成２３年度別海町各会計予算審査特別委員会が設置されました

ので、本会議での質疑は省略をいたしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 御異議なしと認めます。

したがって、質疑は、省略することに決定をいたしました。

──────────────────────────────────

◎日程第２２ 議案第１９号

○議長（渡邊政 君） 日程第２２ 議案第１９号別海町自治基本条例の制定についてを

議題といたします。

内容について、説明を求めますが、ここで説明者に申し上げます。

本件については、自治基本条例審査特別委員会を設置し、詳細な審査をいたしたいと考

えておりますので、内容については要点のみにとどめて説明をお願いをいたします。

それでは、総務部長。

○総務部長（小守 正君） 議案第１９号の別海町自治基本条例の制定について、内容説

明を申し上げます。

議案は、１７ページからになりますけれども、本議案につきましては、昨年４月からこ

の条例制定に向け本格的に取り組んでまいりましたけれども、議会の皆様方の御協力を得

ながら、そして町民の皆様方の御意見や別海町みんなでつくる自治基本条例検討委員会か

らの提言をもとに策定作業を進め、このたび議案として提出させていただいたところでご

ざいます。

それでは、別海町自治基本条例の策定に至る背景や経過、条例の概要等について御説明
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申し上げます。

まず、この条例づくりの背景でございますが、近年、地方分権改革の推進により、国か

ら地方への権限や財源の移譲が進む中、自己決定、自己責任に基づいた自治体運営が求め

られるようになってまいりました。

また、政権交代により、地域のことは地域で決めるという地域主権の確立に向けた地方

自治体の裁量や自由度が増すことになり、町民の皆様方の意思に基づいたみずからの判断

と責任による行政運営が求められ、住民自治の拡充を図り、住民の意思を十分に反映させ

るための仕組みづくりや、町民の皆様方が生き生きと暮らし、活動できる町の実現を図る

ためには、多くの人たちの視点から町政運営が行われる必要があり、町政運営の透明化に

よる参加、協働、情報の共有などの仕組みづくりと情報公開、個人情報保護、計画的行財

政運営、組織編成、行政評価などの町政運営の基本原則を定める必要性が高まってまいり

ました。

このようなことから、別海町にふさわしい町政運営の基本原則や自治推進のための基本

理念を定める自治基本条例の制定に向け議会の協力も得ながら、町民の皆様方とともに力

を合わせて作成してきたものでございます。

次に、条例の概要について説明を申し上げたいと思います。

議案資料になりますが、議案第１９号資料という別冊で資料がわたっていると思います

が、そちらの１ページをお開きいただきたいと思います。

この１ページの左のページになりますけれども、別海町自治基本条例の構造ということ

になります。こちらのほうをごらんいただきたいと思いますが、この条例は、条例の理念

や原則、理念・原則を受けた制度、制度の担い手の具体化、維持・発展の制度の４分野に

より、前文と本文、第１０章で構成されております。

次に、議案の１８ページから、条例の概要等について順次、御説明申し上げます。

議案の１８ページ以降を見ていっていただければと思います。

前文につきましては、町の地理的特徴や成り立ち、これまでの発展の経過、条例制定の

ねらいを簡素に記述しております。

次に、第１章の総則では、町民の皆様方が主体のまちづくりのルールを定めておりま

す。

第１条は、目的。

第２条は、条例の位置づけ。

第３条は、定義。用語の意義でございます。

第４条は、基本理念で、町民憲章の尊重や町民の皆様方と議会と行政がまちづくりの主

体として将来の別海町を築き上げていくことを定めております。

第５条は、基本原則を定めているものでございます。

次に、第２章でございますが、情報の共有でございます。

まちづくりを進めるためには、情報の共有が欠かせません。この章では、情報共有がま

ちづくりの根源であることを定めております。

第６条、情報共有の基本。

第７条は、情報提供。

第８条は、情報公開で、町民の皆様方には町政に関する情報の開示を求める権利がある

と定めております。

第９条は、説明責任で、議会と行政の保有する情報の町民の皆様方への説明責任を、そ
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して第１０条は個人情報の保護でございます。

第１１条は、町民の皆様の意見などへの取り扱い、第１２条は、町民参加の基本を定め

ております。

第３章は、町民参加と協働でございます。

この章では、町民の皆様方のまちづくりへの参加の方法や協働の推進のほか、住民投票

についても定めております。

第１３条は、町民参加の推進。

第１４条は、町民参加の方法。

第１５条は、協働の推進。

第１６条は、住民投票で住民投票の制度の基本は、住民投票を実施する必要に応じて条

例で定める個別設置型住民投票制度として定めたところでございます。

また、第１７条では、住民投票の請求及び発議について定めております。

次に、第４章町民です。

この章では、まちづくりにおける町民の皆様方の権利と権利の保障、役割等について定

めております。

第１８条は、町民の権利で、町民の皆様方にまちづくりに参加する権利があることや、

行政サービスを受ける権利等について定めております。

第１９条は、町民の役割及び責務。

第２０条は、事業者の役割。

第２１条は、地域活動団体の役割で、それぞれまちづくりの主体としての役割等につい

て定めているところでございます。

次に、第５章の地域コミュニティーです。

この章では、人と人とのつながりを基礎として、共通の目的を持ち活動する組織や団体

等のコミュニティー活動への参加や議会と行政のかかわりについて定めております。

第２２条では、地域コミュニティー。

第２３条は、地域コミュニティーにおける町民の役割。

第２４条では、議会、行政及び地域コミュニティーのかかわりについて定めておりま

す。

議案の２４ページになります。

第６章は、議会です。こちらにつきましては、地方自治法上の規定もございますが、議

会は町民の皆様方の信託より設置するということを改めて定義づけたものでございます。

この章の内容につきましては、議会運営委員会で御検討をいただきながら、条文としてま

とめられたものでございます。

第２５条は、議会の設置です。これは、町民の皆様方の信託にこたえ、町民の代表機関

として議会を置くということでございます。

第２６条は、議会の役割。

第２７条は、議会の権利。

第２８条は、議会の責務。

第２９条では、議員の責務で、議員の皆様方の果たすべき責任と義務について定めてお

ります。

第３０条は、議会の運営についてでございますが、こちらは町民の皆様方へ開かれた議

会を目指すというものでございます。
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第７章は、行政でございます。

この章では、執行機関としての行政の基本的な役割と責任、義務について定めておりま

す。

第３１条は、執行機関の役割及び責務。

第３２条は、町長の設置。

第３３条は、町長の役割と責務。

第３４条は、執行機関の職員の役割及び責務について定めております。こちらは、執行

機関がまちづくりの推進のため、町民の皆様方や議会とも連携、協力しながら町政を執行

するほか、町長や職員の役割や責務について定めているものでございます。

第８章は、行財政運営の原則について定めております。

この章では、総合計画に基づき計画的な行財政運営を行っていくための基本的な取り組

みや組織体制について定めております。

第３５条は、総合計画で現在の第６次総合計画が町における最上位の計画であると位置

づけております。

第３６条は、行政評価。

第３７条は、財政運営で、行政は健全な財政運営を行うことを定めております。

第３８条は、組織体制。

第３９条は、行政手続き。

第４０条は、政策法務。

第４１条は、危機管理で、緊急時の危機管理体制の整備の必要性などについて定めてお

ります。

第９章は、連携及び協力についてでございます。

この章では、私たちはさまざまな人たちの知恵や意見をまちづくりに生かし、企業、大

学、研究機関などと連携、協力しながらまちづくりを進めていくということを定めており

ます。

第４２条は、さまざまな人々との連携及び協力。

第４３条は、国及び北海道との連携及び協力。

第４４条では、他の市町村との連携及び協力について定めたところでございます。

最後になりますが、第１０章は、条例の見直し。

第４５条の条例の見直し条文でございます。この条例は、町民の皆様方が主役のまちづ

くりを進めていく上での基本的な事項を定めたものでございますが、よりよい条例へ成長

させていくために、また条例の目的を達成しているか総合的に検討するため、別海町自治

推進委員会を設置し、定期的に条例の見直しを行おうとするものでございます。

なお、附則といたしまして、この条例は平成２３年４月１日から施行するというもので

ございます。

昨年４月から本格的に取り組んでまいりましたこの条例案の作成に当たり、一部の方々

から町民の皆様方への説明が不足している、あるいは策定までの時間が短いとの意見もあ

りますが、町民の皆様方の参画により、みんなでつくる自治基本条例検討委員会からの提

言をしっかりと受けとめ、議案として提出させていただいたところでございます。

そして、この自治基本条例は、町民の皆様との情報の共有や議員の皆様方の責務、そし

て職員の役割や責務などが条文化され、議会や執行機関における職務遂行のための努力や

意識改革が今まで以上に求めれられることになりますが、第６次総合計画ともにつくる別
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海創造プランの推進に向け、それぞれの役割を再認識しながら、新たな自治の仕組みづく

りをともにつくっていくための最高規範として、これからもみんなで守り、つくり育てて

いく、そのような条例になることを期待をいたしまして、ここに別海町自治基本条例案を

提案するものでございます。

以上で、議案第１９号の内容説明を終わります。

○議長（渡邊政 君） 議案第１９号の内容説明が終わりました。

ここでお諮りをいたします。

本件については、全員をもって構成する自治基本条例審査特別委員会を設置して、これ

に付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 御異議なしと認めます。

したがって、議案第１９号については、全員をもって構成する自治基本条例審査特別委

員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。

なお、特別委員会の名称は、別海町自治基本条例審査特別委員会といたします。

なお、次に委員長及び副委員長の選出については、さきの議会運営委員会において、先

例に基づき、候補者が選考されております。

お諮りをいたします。

委員長及び副委員長の選出については、議会運営委員会での選考に基づき、委員長に１

０番戸田憲悦議員、副委員長に４番安部政博議員とすることに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 御異議なしと認めます。

したがって、別海町自治基本条例審査特別委員会の委員長に、１０番戸田憲悦議員、副

委員長に４番安部政博議員と決定いたしました。

お諮りをいたします。

ただいま、全員による別海町自治基本条例審査特別委員会が設置されましたので、本会

議での質疑は省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 御異議なしと認めます。

したがって、質疑は、省略することに決定をいたしました。

ここで、１０分間、休憩をいたします。

午後 ３時１０分 休憩

──────────────

午後 ３時２０分 再開

○議長（渡邊政 君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第２３ 議案第２０号

○議長（渡邊政 君） 日程第２３ 議案第２０号別海町議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

総務課長。

○総務課長（宮部正好君） 議案第２０号別海町議会議員の議員報酬額及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について、御説明いたします。
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議案の２８ページをお開き願います。

本件につきまして、別海町議会の議員報酬は、月の途中で就任、または離任した場合に

１カ月分を支給しておりますが、これをその月の歴日数による日割り支給に改めることと

し、各条文の文言整理を行おうとするものでございます。

議案の朗読につきましては、省略をさせていただき、議案資料、別海町議会議員の議員

報酬額及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する別海町条例の新旧対照表により、説

明をいたします。

議案資料の１ページをお開き願いたいと思います。

改正後の欄で御説明申し上げます。

第１条、趣旨につきましては、条文の文言を整理し、別海町議会議員の議員報酬額、費

用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによると改

めるものでございます。

第２条は、見出し。

議員報酬の支給を議員報酬に改め、支給額につきまして改正前の別表をなくし、第１項

の条文中に追加し、表記をするものでございます。

第２項の改正は、議員報酬の支給について前項に規定するそれぞれの職についた日から

支給すると改めるものでございます。

第３項の改正は、議員報酬の支給について、その職を離れたときは、その日までの議員

報酬を支給するというように改めるものでございます。

議案資料２ページでございます。

第４項の改正は、議員が死亡により、その職を離れたときは当月分までの議員報酬を支

給すると条文を改めるものでございます。

第５項の改正は、改正前の第３項の規定、これにつきまして文言の整理を行い、改めて

第５号とするものでございます。

第６項の改正は、第２項及び第３項の規定により、議員報酬を日割りで支給する場合、

その月の現日数を基礎として計算するための規定を新たに追加するものでございます。

第７項の改正は、前項の規定による日割り計算のときに生じる円未満の端数について切

り捨て処理を行う規定を新たに追加するものでございます。

第３条の改正は、見出しを議員報酬の支給日と改め、条文を議員報酬の支給日は一般職

の職員の支給の例によると改めるものでございます。

第４条、費用弁償の改正は、改正前の第１項及び第２項の文言の整理を行い、改正後

は、第１項で議員が召集に応じ、または委員会に出席し、その他、公務のため旅行すると

きは費用弁償を支給するに改めるものでございます。

第２項では、前項の規定により支給する費用弁償の額は、別表のとおりとすると改める

ものでございます。

議案資料の３ページでございます。

第３項の改正は、議員に支給する旅費について、前項に定めるもののほか、別海町職員

等の旅費に関する条例の適用を受ける職員に支給する旅費の例によると規定を新たに追加

するものでございます。

第６条の改正は、見出しを期末手当に改め、第１項の条文に期末手当の支給日を６月支

給の場合は６月３０日までに、１２月支給の場合は１２月３１日までに支給するという規

定を設け、文言の整理を行うものでございます。
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また、第２項の改正は、文言の整理を行い、条文を改めるものでございます。

第３項の改正ですが、改正前の第６条第１項のただし書き、この規定を追加するもので

ございます。

議案資料３ページの後段から、４ページにかけての説明でございます。

第７条の改正は、見出しを委員と改め、文言の整理を行うものでございます。

別表、第４条関係につきましては、表の名称を改めるものでございます。

なお、附則といたしまして、この条例は、平成２３年４月１日から施行する。

以上で、議案第２０号の説明を終わります。

○議長（渡邊政 君） 議案第２０号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２４ 議案第２１号

○議長（渡邊政 君） 日程第２４ 議案第２１号別海町職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について、説明を求めます。

総務課長。

○総務課長（宮部正好君） 議案第２１号別海町職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について御説明いたします。

議案の３１ページをお開き願います。

本件につきましては、平成２３年４月１日施行の給与法の改正、一般職の職員の給与に

関する法律等の一部を改正する法律（平成２２年法律第５３号）でございますが、これに

基づき、現行制度におきましては、月６０時間を超える時間外勤務にかかわる時間外勤務

手当の支給割合を適用する場合、日曜日、またはこれに相当する日を除くとされておりま

すが、日曜日、またはこれに相当する日を含めることとして、結果的に改正後におきまし

ては、すべての日に適用されることとなるものでございます。

また、この給与法改正に基づきまして、平成２３年度以降に支給する期末手当及び勤勉

手当の支給率を改正しようとするものでございます。

また、さらにこの給与法改正に基づき、４３歳までの若手、中堅総職員に対し、１号俸

の調整昇給を行おうとするものでございます。

この調整昇給につきましては、平成１８年度から平成２１年度までの４年間、全職員に

昇給を毎年１号俸抑制しておりましたが、この経過措置によって給与水準が民間より下

回っている傾向にある若年、中堅層の職員に対し、抑制されてきた昇給の回復を図ること

とし、１号俸の調整昇給を行おうとするものでございます。

議案説明に当たりまして、議案の朗読は省略させていただき、議案資料で御説明を申し

上げたいと思います。

議案資料の５ページをお開き願います。

別海町職員の給与に関する条例の一部を改正する別海町条例新旧対照表でございます。

第１１条、時間外勤務手当。

第５項の改正は、改正前の条文において、アンダーライン部分の文言を削除し、月６０



─ 61 ─

時間を超える時間外勤務手当の支給率適用を日曜日、またはこれに相当する日も含めると

するものでございます。

次に、第１６条期末手当でございます。

第２項の改正は、再任用の職員以外の職員について、６月の支給率を１００分の１２５

から、１００分の１２２.５に、１２月の支給率を１００分の１３５から、１００分の１

３７.５に改め、第３項の改正では前項の改正に伴い、再任用職員にかかわる読みかえ規

定の整理を行おうとするものでございます。

第１７条勤勉手当でございます。議案資料の６ページをお開き願います。

第２項第１号は、再任用の職員以外の職員の勤勉手当にかかわる支給率を１００分の６

５から、１００分の６７.５に改め、同項の第２号は再任用職員の勤勉手当にかかわる支

給率を６月及び１２月支給率を１００分の３２.５に改めるものでございます。

なお、附則といたしまして、１、施行期日、この条例は、平成２３年４月１日から施行

する。

２、平成２３年４月１日における号俸の調整。平成２３年４月１日において、４３歳に

満たない職員、職務の級における最高の号俸を受ける職員を除くのうち、平成２２年１月

１日に昇給した職員、その他、これに準じる職員として、町長が認めるものの平成２３年

４月１日における号俸を１号俸、上位の号俸とする。

以上で、議案第２１号の説明を終わります。

○議長（渡邊政 君） 議案第２１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２５ 議案第２２号

○議長（渡邊政 君） 日程第２５ 議案第２２号別海町職員の定年等に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について、説明を求めます。

総務課長。

○総務課長（宮部正好君） 議案第２２号別海町職員の定年等に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてを説明いたします。

議案の３３ページをお開き願います。

本件につきましては、医療業務に従事する医師の定年を現行の６０歳から６５歳に延長

するための所用の改正をするものでございます。

議案の朗読をもって、説明とさせていただきます。

議案第２２号別海町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。

別海町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を、次のように制定する。

別海町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例。

別海町職員の定年等に関する条例（昭和５８年別海町条例第１７号）の一部を次のよう

に改正する。

第３条に、次のただし書きを加える。

ただ、医療業務に従事する医師の定年は、年齢６５年とする。
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附則として、この条例は、平成２３年４月１日から施行する。

なお、改正条例の新旧対照表が、議案資料の７ページにございますので、後ほどごらん

願いたいと思います。

以上で、議案第２２号の説明を終わります。

○議長（渡邊政 君） 議案第２２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２６ 議案第２３号

○議長（渡邊政 君） 日程第２６ 議案第２３号別海町長期継続契約を締結することが

できる契約を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について、説明を求めます。

財政課長。

○財政課長（竹中 仁君） 議案第２３号別海町長期継続契約を締結することができる契

約を定める条例の一部を改正する条例の制定について、内容を御説明申し上げます。

本条例は、地方自治法の改正に伴い、平成１８年３月に制定されたものですが、制定か

ら５年を経過し、その条例の適用範囲をより明確にすべく、今回、その一部を改正しよう

とするものでございます。

議案本文の朗読は省略をさせていただき、議案資料で御説明をいたします。

議案資料の８ページをごらんください。

条例の新旧対照表になってございます。

今回の一部改正は、第２条第２号以降の部分で、この第２条では、性質別に契約の内容

を例示しております。

右側の現行条例第４号で、社会福祉施設等で利用者と日常的に接する必要がある業務に

かかわる契約。この部分に該当するものとして、これまで福祉施設等の受け付け案内をそ

の対象契約としておりましたが、この業務を改正後の第２号に例示し、現行の第４号につ

いては削除するものでございます。

また、第２号の施設設備にかかわる契約として、保守点検業務に加え、運転管理、維持

管理を追加し、文言の整理を合わせ行っております。

いずれも、単年度ごとの契約により受託者が変更になった場合、業務の安定した履行や

良質なサービス提供に支障が生じるおそれがあるものとして具体的に例示したものです。

さらに、現行の第５号、その他、全各号に準ずる内容の契約で、町長が特に必要と認め

るもの、この対象となる契約が不明確であるため、改正後の第４号に繰り上げまして、そ

の内容を全各号に掲げるもののほか、複数年にわたり契約を締結しなければ、安定的な役

務の提供を受けることに支障を及ぼすおそれがある契約で規則で定めるものと、規則に委

任し、具体的契約種別を明確にするものでございます。

規則に定める具体的な契約例といたしましては、情報システムの運用、維持管理、保守

点検等の業務、運送、または保管の業務、医療事務の業務、廃棄物処理業務などを予定し

ております。

次に、第３条につきましては、機械警備の業務委託についてのみ、長期継続契約を締結
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することができる期間を８年とするものです。

これは、機械警備実施のため、受託者が設置する警備機械の焼却年数がおおむね８年で

あることから、５年の契約期間では、機械損料分の委託費が割高となるため、町として有

利な契約締結が可能となるよう、機械警備に限定してこの期間を延長するというものでご

ざいます。

以上で、議案第２３号の内容説明を終わります。

○議長（渡邊政 君） 議案第２３号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２７ 議案第２４号

○議長（渡邊政 君） 日程第２７ 議案第２４号別海町予防接種健康被害調査委員会条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について、説明を求めます。

保健課長。

○保健課長（佐藤秀明君） 議案第２４号別海町予防接種健康被害調査委員会条例の一部

を改正する条例の制定についての内容説明をいたします。

本条例は、昭和５４年に制定され、予防接種法及び結核予防法の規定に基づき実施され

た予防接種において、健康被害を受けたときに適正かつ円滑な措置を行うために設置され

ております。

この委員会の委員は、北海道知事が推薦する専門医師１名、根室三郡医師会が推薦する

医師１名、それと中標津保健所長の３名を町長が委嘱し、構成されております。

本条例の第４条第２項ですが、費用弁償は、別海町議会議員の報酬及び費用弁償等に関

する条例第４条、第２項、別表第２に定める額となっておりますが、今回、この条項を費

用弁償は特別職の職員で、非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例に定める額に改め

ようとするものであります。

それでは、議案を朗読いたします。

議案第２４号別海町予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて。

別海町予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例を、次のように制定す

る。

別海町予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例。

別海町予防接種健康被害調査委員会条例（昭和５４年別海町条例第２５号）の一部を次

のように改正する。

第４条第２号を次のように改める。

費用弁償は、特別職の職員で、非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４３

年別海村条例第４３号）別表第２に定める額。

附則としまして、この条例は、公布の日から施行する。

以上であります。

○議長（渡邊政 君） 議案第２４号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い
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ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２８ 議案第２５号

○議長（渡邊政 君） 日程第２８ 議案第２５号別海町母子健康センター設置条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について、説明を求めます。

母子健康センター長。

○母子健康センター長（笠原悦雄君） 議案第２５号別海町母子健康センター設置条例の

一部を改正する条例の制定についての内容を説明いたします。

本条例改正の目的の１点目は、新たなサービスとしてベビーマッサージ指導を加えよう

とするものです。

ベビーマッサージは、赤ちゃんとお母さんのコミュニケーションやリラクゼーションの

効果だけにとどまることなく、親子の絆が深まり、産後のうつや育児ノイローゼへの解

消、幼児虐待防止にも効果があるということで、最近、徐々に取り入れられてきている

サービスでございます。

２点目は、既存サービスの名称をわかりやすい名称に変更しようとするものです。

３点目は、使用料を町内に住所を有する町民と、その他に区分しようとするものです。

なお、町内に住所を有する町民の方の使用料については、変更はございません。

それでは、議案を朗読したいと思います。

別海町母子健康センター設置条例の一部を改正する条例の制定について。

別海町母子健康センター設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

別海町母子健康センター設置条例の一部を改正する条例。

別海町母子健康センター設置条例（平成１０年別海町条例第１４号）の一部を、次のよ

うに改正する。

第４条の表中、区分、乳房処置指導管理料、使用料、１回につき１,０００円を、区

分、乳房マッサージ指導、使用料、町内に住所のある町民、１回につき１,０００円、そ

の他、１回につき２,０００円。

区分、ベビーマッサージ指導、使用料、町内に住所のある町民１回につき１,０００

円、その他、１回につき２,０００円に改める。

附則といたしまして、この条例は、平成２３年４月１日から施行しようとするもので

す。

以上で、議案第２５号の内容説明を終わります。

○議長（渡邊政 君） 議案第２５号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

５番瀧川議員。

○５番（瀧川榮子君） 別海町の助産婦さんの乳房マッサージというのは、本当に定評が

あります。

町内の方は１回１,０００円なのですけれども、町外の方は２,０００円ということです
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が、町外の方はどれぐらいいらっしゃっているのでしょうか、そのことをちょっとお聞き

したいと思います。

○議長（渡邊政 君） 母子健康センター長。

○母子健康センター長（笠原悦雄君） お答えしたいと思います。

ことしの例でございますが、２月までに別海町の方が１８９件、町外の方が５１件でご

ざいます。

○議長（渡邊政 君） 瀧川議員、よろしいですか。

瀧川議員。

○５番（瀧川榮子君） 町外の方は５１件ということなのですけれども、一気に２,００

０円というのではなくて、もう少し何か金額的な設定というのを考慮いただければと思う

のですけれども。

○議長（渡邊政 君） ちょっと瀧川議員に申し上げます。

これは質疑のみ受けているのですが……、検討されているということで……、センター

長。

○母子健康センター長（笠原悦雄君） お答えいたします。

民間の方で、この乳房マッサージ等を実施しているところもございまして、その方々の

大体利用している料金が、別海町との今の決まっている料金とかなり差があるということ

で、町民に関しては今回据え置きさせていただきましたけれども、町外の方には民間の

サービスを提供しているところも考慮しまして今回、２,０００円にさせていただきまし

た。

○議長（渡邊政 君） 瀧川議員、よろしいですか。

ほかに御質問ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） ないようですので、質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２９ 議案第２６号

○議長（渡邊政 君） 日程第２９ 議案第２６号別海町漁業集落排水事業償還基金条例

を廃止する条例の制定についてを議題といたします。

内容について、説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（田中忠敏君） 議案第２６号別海町漁業集落排水事業償還基金条例を廃

止する条例の制定について御説明いたします。

議案の３９ページになります。

廃止する基金条例ですけれども、別海町漁業集落排水事業にかかる町債償還に要する経

費、これに充当するために平成１２年の３月に条例を制定し、漁業集落排水事業償還基金

造成費補助金、これをもとに基金の造成を行ったものでございます。

平成２２年度で基金の残高がなくなりましたので、今回、この基金条例を廃止しようと

するものでございます。

それでは、議案の朗読をもって説明とさせていただきます。

別海町漁業集落排水事業償還基金条例を廃止する条例。

別海町漁業集落排水事業償還基金条例（平成１２年別海町条例第４０号）は廃止する。

附則といたしまして、この条例は、平成２３年４月１日から施行するということでござ
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います。

以上で、議案第２６号の説明を終わります。

○議長（渡邊政 君） 議案第２６号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第３０ 議案第２７号から日程第３１ 議案第２８号まで

○議長（渡邊政 君） 日程第３０ 議案第２７号別海町生活改善センター条例を廃止す

る条例の制定について、次に日程第３１ 議案第２８号町有財産の無償譲渡についての２

件については関連がありますので、一括議題といたします。

内容について、順次、説明を求めます。

産業振興部長。

○産業振興部長（飯島孝二君） それでは、議案第２７号別海町生活改善センター条例を

廃止する条例の制定について、内容について御説明申し上げます。

本施設につきましては、長年にわたり地域の福祉の向上と健康増進等の場として親しま

れてきたところでございます。

運営管理につきましては、平成１８年度から指定管理者制度によりまして、別海漁業協

同組合に指定管理を行ってきたところでもございます。

これは、本年３月３１日をもって指定管理の期間が満了することになっております。

そういうことで、このたび、この施設の有効利用について、別海漁業協同組合との間で

協議をしてきたところでございます。

その中で、無償譲渡を前提に施設の有効利用を図ってまいりたいという要望があったこ

とから、本施設の処分をいたしたいというものでございます。

今後も、地域の中核施設として独自性のある施設利用が期待されることから、無償譲渡

を前提とした条例の廃止をするものでございます。

それでは、議案書の朗読をもって御説明といたしたいと思います。

議案の４０ページをお開き願いたいと思います。

別海町生活改善センター条例を廃止する条例。

別海町生活改善センター条例（昭和４８年別海町条例第５３号）は廃止する。

附則といたしまして、この条例は、平成２３年４月１日から施行する。

以上であります。なお、施設の位置、内容等につきましては、議案資料の９ページから

記載してございますので、後ほど御参照願いたいと思います。

次に、議案第２８号町有財産の無償譲渡についての内容について説明申し上げます。

本件につきましては、別海町生活改善センターを長期にわたり適切に管理、運営が行わ

れたことや、今後も引き続き地域住民の活動の場となる利用や、本施設を中心に独自性の

ある施設利用も可能であることから、無償譲渡の相手方として別海漁業協同組合といたし

たいというものでございます。

したがいまして、自治法の定めにより、議会の議決を求めるものでございます。

議案の朗読をもって説明らかえさせていただきます。

議案の４１ページをお開き願いたいと思います。
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議案第２８号町有財産の無償譲渡について。

次のとおり、町有財産を無償で譲渡したいので、地方自治法第９６条第１項第６号の規

定により、議会の議決を求める。

１、譲渡財産。

建物、所在、野付郡別海町本別海１番地の９５。

構造、鉄筋コンクリート造り平屋建て。

面積、３００.５平方メートル。

２、譲渡の相手方。

野付郡別海町本別海１番地の９５。

別海漁業協同組合、代表理事組合長福原正純。

３、譲渡の理由。

施設の効率的利用を図るため。

４、譲渡の時期。

平成２３年４月１日。

以上であります。

○議長（渡邊政 君） 議案第３０号、議案第３１号の２件について、内容説明が終わり

ましたので、これから一括質疑を行います。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） ないようですので、質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第３２ 議案第２９号

○議長（渡邊政 君） 日程第３２ 議案第２９号町道の路線認定及び廃止についてを議

題といたします。

内容について説明を求めます。

管理課長。

○管理課長（木村功男君） 議案第２９号町道の路線認定及び廃止についての内容を説明

いたします。

本案は、町道の１路線を一部通行不能区間があるため、一度廃止し、改めて町道に認定

し直すもの。

特定防衛施設周辺整備事業の実施計画に伴い、新たに認定するものが６路線、並びに臨

時町道整備事業の完了に伴い、新たに認定するものが６路線の、計１３路線を認定するも

のです。

認定する１３路線につきましては、道路法第８条第２項の規定により、廃止する１路線

につきましては、同法第１０条第３項の規定により、議会の議決を求めるものでございま

す。

町道の路線認定及び路線廃止にかかわる概要につきましては、議案資料で説明いたしま

す。

議案資料１２ページをお開きください。

既に認定している認定路線数は６４７路線で、総延長１,１９８キロ、６７９メーター

８１センチです。

今回の認定分は、１３路線で２キロ５１７メーター１９センチです。また、廃止する路



─ 68 ─

線は、１路線で１キロ１３１メーター６１センチです。

これにより、認定町道は６５９路線、路線延長は１キロ３８５メーター５８センチが増

で、町道の総延長は１,２００キロ６５メーター３９センチとなります。

なお、町道の路線認定及び路線廃止の位置図は、議案資料１６ページから２８ページに

添付しております。説明については、省略させていただきます。

以上で、議案第２９号の内容説明を終わります。

○議長（渡邊政 君） 議案第２９号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第３３ 議案第３０号

○議長（渡邊政 君） 日程第３３ 議案第３０号北海道町村議会議員公務災害補償等組

合規約の変更についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

総務課長。

○総務課長（宮部正好君） 議案第３０号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の

変更についてを御説明いたします。

議案の４７ページをお開き願います。

本件は、新規に加入する団体が生じ、別表第１を改正する必要が生じたため、規約の一

部変更について、地方自治法第２８６条第１項の規定による協議を求められたので、同法

第２９０条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

議案の朗読をもって議案説明とさせていただきます。

議案第３０号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について。

地方自治法第２８６条第１項の規定により、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規

約を次のとおり変更する。

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約。

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約（昭和４３年５月１日地方第７２２号指令

許可）の一部を次のように変更する。

別表第１に、広域紋別病院企業団を加える。

附則といたしまして、この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条

第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

なお、議案資料の２９ページには、規約の変更部分の新旧対照表を添付しておりますの

で、後ほどごらんいただきたいと思います。

以上で、議案第３０号の説明を終わります。

○議長（渡邊政 君） 議案第３０号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────
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◎日程第３４ 議案第３１号

○議長（渡邊政 君） 日程第３４ 議案第３１号北海道市町村総合組合規約の変更につ

いてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

総務課長。

○総務課長（宮部正好君） 議案第３１号北海道市町村総合事務組合規約の変更について

の内容について御説明いたします。

議案の４８ページをお開き願います。

本件は、新規に加入する団体が生じ、北海道市町村総合事務組合規約別表第１、第２条

関係、組合を組織する地方公共団体及び広域連合団、及び別表第２第３条関係の共同処理

する団体の変更について、規約の一部変更について地方自治法第２８６条第１項の規定に

よる、協議を求められたので、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求めるもので

ございます。

説明は、議案の朗読をもって説明とさせていただきたいと思います。

議案第３１号北海道市町村総合事務組合規約の変更について。

地方自治法第２８６条第１項の規定により、北海道市町村総合事務組合規約を次のとお

り変更する。

北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。

北海道市町村総合事務組合規約（平成７年３月７日市町村第１９７２号指令）の一部を

次のように変更する。

別表第１中、オホーツク総合振興局（２３）を、オホーツク総合振興局（２４）に改

め、網走地区消防組合の次に、広域紋別病院企業団を加える。

別表第２第９項中、北見地区消防組合の次に、広域紋別企業団を加える。

なお、附則といたしまして、この規約は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８

６条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。

なお、議案資料の３０ページにこの規約の変更部分につきまして、新旧対照表を添付し

ておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。

以上で、議案第３１号の内容説明を終わります。

○議長（渡邊政 君） 議案第３１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡邊政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎散会宣告

○議長（渡邊政 君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。

本日は、これにて散会いたします。

なお、明日は、午前１０時から一般質問を行います。

議員の皆様、管理職の皆様、お疲れさまでございました。

散会 午後 ４時１２分
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上記は、地方自治法第１２３条の規定により会議の次第を記載したものであ

る。

平成 年 月 日

署 名 者

別海町議会議長

議 員

議 員

議 員


